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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題

谷
田
部　
　

光　
　

一

一　

は
じ
め
に

労
働
時
間
は
、
従
業
員
に
と
っ
て
賃
金
と
並
ぶ
中
核
的
な
労
働
条
件
で
あ
る
。
労
働
時
間
の
長
さ
と
制
度
・
施
策
、
管
理
は
従
業
員
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
士
気
ひ
い
て
は
定
着
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
い
つ
の
時
代
で
も
労

働
時
間
施
策
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
労
使
関
係
の
場
面
で
も
、
労
働
時
間
は
労
働
組
合
（
労
働
者
側
）
と
使
用
者
（
経
営
側
）
の

主
要
な
争
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
労
働
時
間
管
理
が
目
指
し
た
も
の
は
、
①
労
働
時
間
の
短
縮
と
余
暇
時
間
の
増
大
、
②

生
産
性
の
向
上
・
効
率
化
、
③
自
由
度
・
裁
量
度
の
増
加
で
あ
る
。
①
〜
③
は
相
互
に
関
連
し
、
単
に
労
働
側
や
経
営
側
だ
け
の
戦
略
課

題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
労
使
、
産
業
界
共
通
の
目
標
で
あ
る
し
、
国
の
政
策
目
標
で
も
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
に
つ
い
て
、
統
計
資
料
を
引
用
し
な
が
ら
推
移
と
現
状
を
把
握
す
る
。
そ
の
際
、

七
一
九
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労
働
時
間
に
対
す
る
法
規
制
の
枠
組
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
労
働
時
間
規
制
に
関
す
る
労
働
基
準
法
の
改
正
が
、
労
働
時
間
の
長
さ
や

休
日
数
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
労
働
時
間
の
管
理
に
対
し
て
は
、
賃
金
管
理
に
対
す
る
影
響
以
上
に
労
働
法
政
策
の

動
向
、
と
く
に
労
働
基
準
法
の
改
正
動
向
が
大
き
く
影
響
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
見
か
け
上
で
は
年
間
労
働
時
間
が
短
縮
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
比
率
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
て
、
正
社
員
の
労
働
時
間
は
横
ば
い
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
、
正
社
員
の
労
働
時
間
短
縮
（
時
短
）
が
進
ま
な
い
背
景
、
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

次
ぎ
に
、
前
述
し
た
労
働
時
間
の
自
由
度
・
裁
量
度
の
増
加
に
寄
与
す
る
弾
力
的
で
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
の
法
的
枠
組
と
し
て
、
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
裁
量
労
働
制
の
仕
組
み
と
実
態
を
法
と
統
計
資
料
の
両
面
か
ら
把
握
す
る
。
ま
た
、
勤
務
場
所
の
多
様
化
の
一
つ

で
あ
る
在
宅
勤
務
も
、
広
い
意
味
の
労
働
時
間
の
多
様
化
・
弾
力
化
と
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
由
で
柔
軟
な
労
働
と
ひ
い

て
は
時
短
を
実
現
す
る
は
ず
の
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
が
、
実
際
は
長
時
間
労
働
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
各
種
調
査
か
ら
把
握
し
、

そ
の
原
因
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
裁
量
労
働
制
の
導
入
に
際
し
て
喧
伝
さ
れ
た
「
賃
金
を
労
働
時
間
と
切
り
離
す
制
度
」「
労
働
を
時

間
で
は
な
く
成
果
で
計
る
制
度
」
に
つ
い
て
考
究
す
る
。
仕
事
の
成
果
と
労
働
時
間
が
全
く
関
係
な
い
か
の
よ
う
な
素
朴
な
論
調
に
対
す

る
批
判
で
あ
り
、
現
在
の
わ
が
国
の
賃
金
が
あ
た
か
も
労
働
時
間
を
基
準
に
決
定
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
誤
っ
た
主
張
に
対
す
る
批
判

で
あ
る
。
最
後
は
む
す
び
に
か
え
て
、
裁
量
労
働
制
を
適
正
に
運
用
す
る
条
件
に
つ
い
て
提
示
す
る
。

二　

労
働
時
間
の
推
移
と
現
状

1　

法
定
労
働
時
間
と
年
次
有
給
休
暇
の
改
正

労
働
基
準
法
は
一
九
四
七
年
の
制
定
時
か
ら
長
い
間
、
第
三
二
条
第
一
項
で
「
一
日
八
時
間
、
一
週
四
八
時
間
」
を
法
定
労
働
時
間
と

七
二
〇



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
三
七
）

し
て
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
国
際
市
場
に
お
け
る
不
公
正
競
争
や
働
き
過
ぎ
な
ど
、
国
内
・
外
か
ら
の
長

時
間
労
働
批
判
の
声
が
高
ま
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
受
け
、
経
済
成
長
の
成
果
配
分
や
労
働
者
福
祉
の
視
点
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮
だ
け
で

な
く
、
国
際
的
な
日
本
批
判
に
対
応
し
た
内
需
主
導
型
へ
の
経
済
構
造
転
換
の
一
環
と
し
て
、
欧
米
先
進
国
並
の
年
間
総
労
働
時
間
の
実

現
と
週
休
二
日
制
の
早
期
完
全
実
施
が
、
八
〇
年
代
後
半
に
国
家
の
政
策
目
標
と
な
っ
た
（
1
）

。

具
体
的
な
労
働
法
政
策
と
し
て
は
、
一
九
八
七
年
に
労
働
基
準
法
が
大
幅
に
改
定
さ
れ
た
。
そ
の
改
正
で
、
労
働
基
準
法
第
三
二
条
に

定
め
る
法
定
労
働
時
間
の
原
則
を
「
週
四
〇
時
間
（
第
一
項
）、
一
日
八
時
間
（
第
二
項
）」
と
し
、
週
当
た
り
の
労
働
時
間
を
短
縮
し
た
。

改
正
前
の
規
定
と
異
な
り
、
週
単
位
の
労
働
時
間
規
制
を
基
本
に
し
て
、
一
日
の
労
働
時
間
規
制
は
一
週
の
労
働
時
間
を
各
日
に
割
り
振

る
場
合
の
基
準
と
位
置
付
け
て
い
る
。
な
お
、
週
四
〇
時
間
労
働
制
は
、
一
日
の
労
働
時
間
を
八
時
間
と
し
て
週
五
日
労
働
、
つ
ま
り
週

休
二
日
制
が
導
入
で
き
る
法
定
労
働
時
間
で
あ
る
。

週
四
〇
時
間
制
へ
の
実
際
の
移
行
は
、
段
階
的
に
か
つ
業
種
・
規
模
に
よ
る
猶
予
対
象
事
業
を
設
定
し
て
実
施
し
た
。
一
九
八
八
年
四

月
か
ら
原
則
週
四
六
時
間
（
猶
予
対
象
事
業
は
四
八
時
間
）、
九
一
年
四
月
か
ら
原
則
週
四
四
時
間
（
同
四
六
時
間
）、
九
四
年
四
月
か
ら
原
則

週
四
〇
時
間
（
同
四
四
時
間
）
へ
と
移
行
し
た
が
、
さ
ら
に
追
加
的
な
猶
予
措
置
が
設
け
ら
れ
、
最
終
的
に
は
九
七
年
四
月
一
日
か
ら
特

例
措
置
対
象
事
業
場
（
2
）

を
除
き
、
全
面
的
に
週
四
〇
時
間
労
働
制
が
適
用
に
な
っ
て
い
る
（
3
）

。

こ
こ
で
、
労
働
時
間
の
短
縮
に
関
連
し
て
、
年
次
有
給
休
暇
（
労
基
法
第
三
九
条
）
の
改
正
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
労
働
基
準
法

が
規
定
す
る
従
前
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
一
年
間
継
続
勤
務
し
て
全
労
働
日
の
八
割
以
上
出
勤
し
た
労
働
者
に
対
す
る
初
年
度
付
与
日
数

が
六
日
、
以
降
、
八
割
以
上
の
出
勤
を
要
件
に
勤
続
一
年
毎
に
一
日
ず
つ
増
加
し
、
最
高
付
与
日
数
は
二
〇
日
で
あ
っ
た
。
ま
ず
八
七
年

の
改
正
（
八
八
年
四
月
施
行
）
で
、
初
年
度
付
与
日
数
を
六
日
か
ら
一
〇
日
に
引
き
上
げ
（
従
業
員
規
模
三
〇
〇
人
以
下
事
業
場
に
猶
予
措
置
あ

七
二
一
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り
）、
所
定
労
働
日
が
少
な
い
労
働
者
へ
の
比
例
付
与
制
度
の
創
設
、
五
日
を
超
え
る
部
分
の
年
休
を
労
使
協
定
に
よ
り
計
画
的
に
付
与

で
き
る
制
度
（
計
画
年
休
制
度
）
の
創
設
を
行
っ
た
。

次
い
で
九
三
年
の
改
正
（
九
四
年
四
月
施
行
）
で
は
、
初
年
度
の
年
休
付
与
条
件
を
継
続
勤
務
一
年
か
ら
六
ヵ
月
に
短
縮
し
た
。
九
八
年

の
改
正
（
九
九
年
四
月
施
行
）
で
は
、
二
年
六
ヵ
月
を
超
え
る
継
続
勤
務
期
間
一
年
ご
と
の
付
与
日
数
を
二
日
と
し
た
。
こ
れ
で
、
か
つ
て

は
年
休
付
与
日
数
が
二
〇
日
に
な
る
ま
で
に
勤
続
一
五
年
を
要
し
て
い
た
が
、
現
行
で
は
六
年
六
ヵ
月
で
到
達
す
る
。
そ
の
後
、

二
〇
〇
八
年
の
改
正
（
〇
九
年
四
月
施
行
）
で
、
労
使
協
定
に
よ
り
年
五
日
の
範
囲
内
で
時
間
単
位
の
取
得
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
4
）

。
以

上
、
い
ず
れ
の
改
正
で
も
全
労
働
日
の
八
割
以
上
勤
務
す
る
要
件
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。

2　

一
日
お
よ
び
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
の
実
態

前
項
で
概
観
し
た
法
定
労
働
時
間
と
年
次
有
給
休
暇
の
段
階
的
改
定
、
言
い
換
え
れ
ば
労
働
時
間
短
縮
に
向
け
た
法
改
正
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
以
下
で
は
統
計
調
査
か
ら
み
た
労
働
時
間
の
推
移
と
実
態
を
把
握
し
、
そ
れ
に
関
係
す
る
企
業
の
労
働
時
間
管
理
に
も
若
干
触
れ

る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
一
日
お
よ
び
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
の
実
態
を
み
よ
う
。

表
1
は
、
厚
生
労
働
省
「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
に
よ
る
制
度
上
の
一
日
の
平
均
所
定
労
働
時
間
と
一
週
間
の
平
均
所
定
労
働
時
間
で

あ
る
（
5
）

。
八
七
年
法
改
定
に
際
し
て
も
「
一
日
八
時
間
労
働
」
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
八
八
年
を
挟
ん
だ
一
日
の
労
働
時
間
数
に
は

ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
（
表
1
│

①
）。
二
〇
一
三
年
の
調
査
産
業
・
規
模
計
で
は
七
時
間
四
四
分
で
、
一
九
八
五
年
の
七
時
間
四
六
分
よ

り
二
分
短
い
だ
け
で
あ
る
。
平
均
的
に
は
従
前
か
ら
八
時
間
を
割
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
個
別
企
業
で
み
れ
ば
、
七
時
間
、
七
時
間
三
〇

分
、
八
時
間
な
ど
の
所
定
労
働
時
間
が
混
在
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

七
二
二
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が
国
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け
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働
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管
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課
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谷
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部
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（
一
二
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九
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同
調
査
は
母
集
団
、
つ
ま
り
規
模
別
の
企
業
数
が
反
映
す
る
の
で
、
企
業
数
の
多
い
小
規
模
企
業
の
実
態
が
規
模
計
の
数
値
に
反
映
さ

れ
る
が
、
一
日
の
労
働
時
間
に
関
し
て
は
従
業
員
規
模
に
よ
る
格
差
は
少
な
い
。
む
し
ろ
小
規
模
の
方
が
数
分
短
い
。
こ
れ
に
は
、
週
休

日
が
関
係
し
て
い
る
。
大
企
業
は
、
完
全
週
休
二
日
制
に
近
い
週
休
制
を
導
入
す
る
代
わ
り
に
一
日
当
た
り
の
労
働
時
間
を
長
く
設
定
し

て
「
週
四
〇
時
間
労
働
」
に
対
応
し
、
一
方
、
中
小
企
業
は
一
定
の
所
定
勤
務
日
数
を
確
保
し
た
い
た
め
か
、
週
休
二
日
制
と
い
っ
て
も

不
完
全
な
形
態
が
多
く
（
6
）

、
一
日
当
た
り
の
労
働
時
間
を
短
く
し
て
「
週
四
〇
時
間
労
働
」
に
対
応
す
る
傾
向
が
あ
る
。
規
模
一
〇
〇
〇
人

以
上
の
企
業
で
み
る
と
、
一
九
八
五
年
の
七
時
間
三
七
分
か
ら
二
〇
一
三
年
の
七
時
間
四
七
分
へ
と
一
〇
分
長
く
な
っ
て
い
る
（
規
模

三
〇
〜
九
九
人
は
四
分
減
少
）。
こ
れ
は
過
去
、
大
企
業
で
週
休
二
日
制
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
土
曜
日
の
労
働
時
間
を
平
日
に
振
り
分

け
た
経
緯
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
全
体
的
に
み
て
一
日
の
所
定
労
働
時
間
は
こ
の
と
こ
ろ
安
定
し
て
い
て
、
こ
れ
以
上

労
働
時
間
短
縮
（
時
短
）
を
す
る
の
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
は
、
八
七
年
法
改
定
で
法
定
労
働
時
間
を
四
八
時
間
か
ら
四
〇
時
間
へ
段
階
的
に
短
縮
し
た
の
で
、

表
1
│

②
の
よ
う
に
明
ら
か
に
短
く
な
っ
て
い
る
。
一
九
八
五
年
と
二
〇
一
三
年
を
単
純
に
比
較
す
る
と
、
調
査
産
業
・
規
模
計
で
は

四
四
時
間
二
七
分
か
ら
三
九
時
間
二
五
分
へ
五
時
間
二
分
の
減
少
、
規
模
一
〇
〇
〇
人
以
上
企
業
で
は
四
〇
時
間
八
分
か
ら
三
九
時
間
四

分
へ
一
時
間
四
分
減
少
、
規
模
三
〇
人
〜
九
九
人
企
業
で
は
四
五
時
間
五
分
か
ら
三
九
時
間
二
九
分
へ
と
五
時
間
三
六
分
減
少
し
て
い
る
。

表
1
│

②
か
ら
は
、
八
七
年
改
定
（
八
八
年
施
行
）
と
九
七
年
全
面
移
行
の
前
後
で
明
ら
か
な
変
化
が
見
て
取
れ
る
。
と
く
に
中
小
企
業

に
対
す
る
法
改
正
の
影
響
が
大
き
い
。
全
面
移
行
後
の
週
所
定
労
働
時
間
は
概
ね
四
〇
時
間
弱
の
安
定
的
な
水
準
で
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

八
五
年
段
階
で
大
企
業
は
す
で
に
週
四
〇
時
間
を
ほ
ぼ
達
成
し
て
い
た
し
、
中
小
企
業
も
含
め
て
一
週
の
所
定
労
働
時
間
に
関
し
て
こ
れ

以
上
の
短
縮
は
や
は
り
難
し
い
。
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（
一
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〇
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3　

年
間
労
働
時
間
の
推
移
と
実
態

⑴　

年
間
休
日
数

年
間
労
働
時
間
の
実
態
を
分
析
す
る
前
に
、
年
間
休
日
数
を
ま
ず

把
握
し
て
お
こ
う
。
前
述
し
た
と
お
り
、
今
日
の
一
日
の
労
働
時
間
、

一
週
当
た
り
の
労
働
時
間
は
規
模
別
に
み
て
も
あ
ま
り
差
が
無
く
、

年
間
労
働
時
間
の
水
準
に
影
響
す
る
の
は
休
日
数
だ
か
ら
で
あ
る
。

表
2
が
、「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
に
よ
る
一
企
業
平
均
の
年
間
休

日
総
数
で
あ
る
。

表
2
に
よ
れ
ば
、
八
七
年
労
基
法
改
正
以
後
の
段
階
的
移
行
措
置

に
伴
っ
て
、
年
間
休
日
数
が
増
加
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
な
お
、

表
2
の
年
間
休
日
に
は
週
休
日
の
ほ
か
祝
日
、
個
別
企
業
の
特
別
休

日
・
休
暇
を
含
み
、
年
次
有
給
休
暇
は
含
ま
れ
な
い
。
調
査
産
業
・

規
模
計
で
は
、
一
九
八
五
年
が
平
均
八
〇
・
一
日
、
改
正
労
基
法
が

施
行
さ
れ
た
後
の
九
〇
年
は
八
八
・
六
日
、
九
七
年
全
面
移
行
後
の

二
〇
〇
一
年
に
一
〇
四
・
九
日
、
一
三
年
は
一
〇
五
・
四
日
で
あ
る
。

企
業
規
模
格
差
は
大
き
く
、
一
三
年
で
一
〇
〇
〇
人
以
上

一
一
四
・
四
日
、
三
〇
〜
九
九
人
一
〇
三
・
八
日
と
な
っ
て
い
る
（
7
）

。
そ

表 1　 1日および 1週平均所定労働時間の推移（企業平均）
①　 1日の所定労働時間 （単位：時間、分）

産業・企業規模 1985暦年 1990年 1995年 2001年 2005年 2010年 2013年

調査産業・規模計 7：46 7：47 7：46 7：40 7：40 7：43 7：44

1,000人以上 7：37 7：42 7：44 7：43 7：44 7：46 7：47

300～999人 7：43 7：41 7：42 7：45 7：45

100～299人 7：46 7：40 7：41 7：44 7：46

30～99人 7：47 7：48 7：46 7：40 7：39 7：42 7：43

②　 1週間の所定労働時間

調査産業・規模計 44：27 43：19 41：04 39：14 39：16 39：22 39：25

1,000人以上 40：08 39：24 38：46 38：34 38：42 38：55 39：04

300～999人 39：10 38：35 38：46 38：58 39：06

100～299人 40：30 38：57 39：07 39：11 39：19

30～99人 45：05 44：00 41：30 39：24 39：22 39：27 39：29

出所 ：厚生労働省「就労条件総合調査」（2000年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」）
（注）1．1994年以降、企業規模区分が変更された。

2  ．2007年以前の調査対象は「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」であり、
2008年以降は「常用労働者30人以上の民営企業」に範囲が拡大された。
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
四
一
）

れ
で
も
、
一
九
八
五
年
に
二
二
日
あ
っ
た
両
規
模
の
年
間
休
日
数
の
差
は
、
二
〇
一
三
年
で
は

一
〇
・
六
日
に
縮
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
年
間
休
日
が
一
〇
四
日
あ
れ
ば
、
完
全
週
休
二
日

制
が
形
式
的
に
は
実
現
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
（
五
二
週
×
二
）、
実
際
に
は
祝
日
や
年
末
年
始
休

暇
、
夏
季
休
暇
も
含
ま
れ
る
の
で
、
前
掲
注（
6
）で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
小
企
業
で
の
完
全
週
休

二
日
制
の
採
用
割
合
は
五
〇
％
を
下
ま
わ
っ
て
い
る
。

⑵　

年
間
労
働
時
間

表
3
が
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
（
毎
勤
統
計
）」
に
よ
る
、
事
業
所
規
模
三
〇
人
以

上
の
年
間
労
働
時
間
の
推
移
で
あ
る
。
一
般
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
就
業
形
態
別
に
、

総
実
労
働
時
間
と
所
定
内
労
働
時
間
、
所
定
外
労
働
時
間
を
表
示
し
て
い
る
。
一
般
労
働
者
と
常

用
パ
ー
ト
の
加
重
平
均
値
が
常
用
労
働
者
の
数
値
で
あ
る
。
所
定
「
内
」
労
働
時
間
は
、
表
注
に

も
あ
る
よ
う
に
、
始
業
時
刻
と
終
業
時
刻
の
間
の
「
実
」
労
働
時
間
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
就
業
規

則
等
で
定
め
る
制
度
上
の
「
所
定
労
働
時
間
」
で
は
な
く
、
休
憩
時
間
を
除
く
所
定
労
働
時
間
か

ら
、
欠
勤
、
遅
刻
、
早
退
、
年
次
有
給
休
暇
取
得
等
の
欠
務
時
間
を
控
除
し
た
、
実
際
に
労
働
し

た
時
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
毎
勤
調
査
は
制
度
調
査
で
は
な
く
実
態
調
査
で
あ
る
こ
と
が
特

徴
で
、
ま
た
、
あ
る
時
点
の
水
準
自
体
を
把
握
す
る
と
い
う
よ
り
、
長
期
的
な
動
向
を
把
握
す
る

こ
と
に
適
し
た
統
計
で
あ
る
。

表 2　 1企業平均年間休日総数
（単位：日）

産業・企業規模 1985暦年 1990年 1995年 2001年 2005年 2010年 2013年

調査産業・規模計 80.1 88.6 101.0 104.9 105.3 106.4 105.4

1,000人以上 99.3 108.6 115.1 117.1 116.3 116.4 114.4

300～999人 110.7 113.3 113.3 113.4 111.8

100～299人 104.5 108.1 108.3 109.9 108.4

30～99人 77.2 85.3 98.4 102.8 103.3 104.5 103.8

出所 ：厚生労働省「就労条件総合調査」（2000年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」）
（注）　表 1の注記参照。
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二
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ま
ず
、
常
用
労
働
者
の
各
種
年
間
労
働
時
間
の
推
移
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
趨
勢
と
し
て
短
縮
傾
向
に
あ
る
。
一
九
七
〇
年
と

二
〇
一
二
年
を
単
純
に
比
較
す
れ
ば
、
総
実
労
働
時
間
で
四
三
一
時
間
、
所
定
内
労
働
時
間
は
三
七
七
時
間
、
所
定
外
労
働
時
間
は
五
四

時
間
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
調
査
は
一
九
九
三
年
か
ら
一
般
、
パ
ー
ト
別
の
労
働
時
間
を
調
査
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
九
三
年
と
一
二
年
を
比
較
す
る
と
、
常
用
労
働
者
は
総
実
労
働
時
間
が
一
〇
五
時
間
、
所
定
内
は
一
一
八
時
間
減
少
し
、
所
定
外

は
一
三
時
間
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
労
働
者
（
パ
ー
ト
以
外
の
常
用
労
働
者
）
に
つ
い
て
九
三
年
と
一
二
年
を
比
較
し
て
み
る
と
、

総
実
労
働
時
間
は
九
三
年
か
ら
ほ
ぼ
二
〇
〇
〇
時
間
で
同
じ
水
準
で
あ
る
。
所
定
内
は
週
四
〇
時
間
労
働
制
へ
の
全
面
移
行
後
の
九
八
年

に
九
三
年
よ
り
三
〇
時
間
短
縮
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
は
一
八
三
〇
時
間
台
で
や
は
り
ほ
ぼ
同
じ
水
準
と
い
っ
て
よ
い
（
8
）

。
逆
に
所
定
外

（
早
出
、
残
業
、
休
日
労
働
な
ど
）
は
三
一
時
間
増
加
し
て
い
る
。

一
方
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
同
様
に
一
九
九
三
年
と
二
〇
一
二
年
を
比
較
す
る
と
、
総
実
労
働
時
間
は
趨
勢
的
に
ほ
ぼ
同

一
水
準
で
、
所
定
内
が
一
五
時
間
減
少
し
て
、
所
定
外
が
一
八
時
間
増
加
し
て
い
る
が
、
大
き
な
変
化
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
毎
勤
統
計
に
お
け
る
パ
ー
ト
比
率
で
あ
る
。
九
三
年
の
11
・
6
％
か
ら
一
二
年
の
24
・
3
％
へ
と
、
12
・
7
ポ
イ
ン
ト
増
で
あ
り
、

時
系
列
的
に
み
た
パ
ー
ト
比
率
は
着
実
に
増
加
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
労
働
時
間
の
短
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
割
合
が
増
加
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
常
用
労
働
者
の
年
間
総
実
労
働
時
間
と
年
間
所
定
内
労
働
時
間
は
短
縮
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
9
）

。
も
ち
ろ
ん
、
法
定
の
週
労

働
時
間
や
年
次
有
給
休
暇
に
関
す
る
労
働
基
準
法
の
改
正
、
金
融
機
関
や
公
務
員
の
週
休
二
日
制
実
施
、
国
民
の
祝
日
の
増
加
、
労
働
組

合
の
時
短
へ
の
取
り
組
み
、
経
営
側
の
時
短
へ
の
努
力
も
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
の
労
働
時
間
短
縮
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
が
、
一
九
〇
〇
年
代
後
半
以
降
の
年
間
総
実
労
働
時
間
と
所
定
内
労
働
時
間
の
短
縮
に
は
、
や
は
り
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
増
加

が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
（
10
）

。
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
四
三
）

最
後
に
、
わ
が
国
の
年
間
労
働
時
間
を

欧
米
先
進
諸
国
と
比
較
し
て
お
こ
う
。
労

働
時
間
に
限
ら
ず
国
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
の

取
り
方
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
労

働
関
係
の
国
際
比
較
は
難
し
い
。
そ
れ
を

前
提
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
資
料
に
よ
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
も
含
む
雇
用
労
働
者
の

二
〇
一
一
年
に
お
け
る
年
間
総
実
労
働
時

間
を
み
る
と
、
日
本
（
企
業
規
模
五
人
以
上

の
毎
勤
統
計
）
が
一
七
四
七
時
間
、
ア
メ

リ
カ
は
一
七
九
七
時
間
、
イ
ギ
リ
ス

一
六
一
一
時
間
、
ド
イ
ツ
一
三
三
〇
時
間
、

フ
ラ
ン
ス
一
三
九
四
時
間
で
あ
る
（
11
）

。

表 3　就業形態別年間労働時間およびパートタイム労働者比率の推移
（事業所規模30人以上、調査産業計。単位：時間、％）

区　分
常　用　労　働　者 一　般　労　働　者 パートタイム労働者 パート

比　率
％

総 実
労働時間

所 定 内
労働時間

所 定 外
労働時間

総 実
労働時間

所 定 内
労働時間

所 定 外
労働時間

総 実
労働時間

所 定 内
労働時間

所 定 外
労働時間

1970
暦年 2,239 2,039 200

75 2,064 1,937 127
80 2,108 1,946 162
85 2,110 1,932 178
90 2,052 1,866 186 10.8
93 1,913 1,780 133 2,010 1,862 148 1,168 1,142 25 11.6
95 1,909 1,772 137 2,004 1,853 151 1,180 1,154 25 11.5
98 1,879 1,742 137 1,985 1,832 152 1,160 1,133 28 12.9

2000 1,859 1,720 139 2,004 1,841 163 1,170 1,140 30 17.3
05 1,829 1,680 149 2,009 1,830 179 1,170 1,128 42 21.4
08 1,836 1,681 155 2,017 1,832 185 1,182 1,138 44 21.7
10 1,798 1,654 144 1,996 1,819 176 1,153 1,114 40 23.4
12 1,808 1,662 146 2,011 1,832 179 1,170 1,127 43 24.3

［12］［1,765］［1,640］ ［125］［2,030］［1,870］ ［161］［1,105］［1,072］ ［34］［28.8］

出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）1  ．毎月勤労統計調査は現在、事業所規模 5人以上計の統計が主体だが、旧調査方法

の1989年以前は規模30人以上計の統計が主体であった。時系列的な変化を把握する
ため、本表は事業所規模30人以上の数値を掲載した（ただし［　］内の数値は事業
所規模 5人以上）。
2．常用労働者は一般労働者と常用パートタイム労働者から構成される。
3  ．「総実労働時間」は所定内労働時間と所定外労働時間の合計。ただし、年間労働時
間数は、一人平均月間労働時間数を12倍し、小数点第一位を四捨五入して求めたの
で、合計が一致しないことがある。
4  ．「所定内労働時間」は、始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数。就業規則等で定
める制度上の「所定労働時間」ではなく、休憩時間を除く所定労働時間から、遅刻、
早退、年次有給休暇取得等の欠務時間を控除する実際に労働した時間である。
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三　

わ
が
国
の
長
時
間
労
働
の
問
題
点

1　

年
間
総
労
働
時
間
の
基
準

表
3
で
み
る
よ
う
に
、
常
用
労
働
者
の
年
間
総
実
働
時
間
は
、
二
〇
一
二
年
時
点
で
規
模
五
人
以
上
事
業
所
の
平
均
が
一
七
六
五
時
間
、

三
〇
人
以
上
事
業
所
の
平
均
で
は
一
八
〇
八
時
間
と
な
り
、
一
九
八
七
年
の
新
前
川
レ
ポ
ー
ト
（
注
1
参
照
）
に
お
け
る
目
標
を
達
成
し

て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
一
般
労
働
者
に
関
し
て
は
、
総
実
労
働
時
間
が
五
人
以
上
事
業
所
平
均
で
二
〇
三
〇
時
間
、
三
〇
人
以

上
事
業
所
の
平
均
で
二
〇
一
一
時
間
と
な
り
、
所
定
内
は
五
人
以
上
事
業
所
一
八
七
〇
時
間
、
三
〇
人
以
上
事
業
所
一
八
三
二
時
間
で
あ

る
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
総
実
労
働
時
間
、
所
定
内
労
働
時
間
と
も
ほ
ぼ
こ
の
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。

こ
の
年
間
労
働
時
間
を
長
い
と
み
る
か
妥
当
と
捉
え
る
か
は
立
場
に
よ
っ
て
も
違
う
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
年
間
労
働
時
間
の
適
正
値

を
客
観
的
に
推
計
す
る
の
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、
新
前
川
レ
ポ
ー
ト
や
「
世
界
と
と
も
に
生
き
る
│
経
済
運
営
五
ヵ
年
計
画
」（
注
1

参
照
）
で
提
示
さ
れ
、
ま
た
、
一
九
九
二
年
六
月
に
閣
議
決
定
し
た
「
生
活
大
国
五
か
年
計
画
」
で
、
ゆ
と
り
あ
る
生
活
の
た
め
の
労
働

時
間
の
目
標
と
し
た
年
間
総
労
働
時
間
一
八
〇
〇
時
間
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
よ
う
（
た
だ
し
現
在
は
一
八
〇
〇
時
間
と
い
う
目
標
を
掲
げ

て
い
な
い
）。
所
定
労
働
時
間
に
時
間
外
労
働
を
加
え
、
各
種
休
暇
取
得
時
間
を
除
い
た
「
総
実
働
時
間
」
で
あ
る
。
仮
に
、
完
全
週
休
二

日
制
に
よ
る
週
休
日
一
〇
四
日
、
祝
日
一
五
日
（
土
曜
日
と
の
重
複
無
し
）、
夏
季
特
別
休
暇
三
日
、
土
・
日
・
元
旦
を
除
く
年
末
年
始
休

暇
四
日
、
年
次
有
給
休
暇
一
八
日
（
平
均
付
与
日
数
完
全
取
得
）
と
す
れ
ば
、
年
間
休
日
は
一
四
四
日
で
あ
り
、
年
間
労
働
日
二
二
一
日
に

一
日
八
時
間
労
働
を
乗
じ
れ
ば
、
年
間
所
定
労
働
時
間
は
一
七
六
八
時
間
に
な
る
。
こ
れ
に
時
間
外
労
働
三
二
時
間
を
加
え
れ
ば

一
八
〇
〇
時
間
で
あ
る
。

七
二
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わ
が
国
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部
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（
一
二
四
五
）

以
上
の
よ
う
な
、
労
働
日
が
一
年
間
の
六
割
と
い
う
設
定
や
少
な
い
時
間
外
労
働
は
、
わ
が
国
の
実
態
か
ら
す
れ
ば
現
実
離
れ
し
て
い

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
労
働
者
は
そ
れ
ぞ
れ
価
値
観
が
違
い
、
仕
事
生
活
と
そ
れ
以
外
の
人
間
生
活
に
ど
の
く
ら
い
の
ウ
エ

イ
ト
を
置
く
か
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
仕
事
に
働
き
が
い
を
感
じ
て
い
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
、
仕
事
が
生
き
が
い
の
人
も
そ
う
で

な
い
人
も
い
る
。
一
日
八
時
間
労
働
は
、
歴
史
的
な
経
験
則
か
ら
妥
当
性
が
あ
る
程
度
は
検
証
さ
れ
て
い
る
が
、
年
間
労
働
時
間
に
関
し

て
は
前
述
し
た
よ
う
に
絶
対
的
基
準
は
な
い
。
し
か
し
、
少
子
高
齢
社
会
に
お
い
て
、
高
齢
者
や
女
性
を
今
ま
で
以
上
に
労
働
力
と
し
て

期
待
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
男
性
型
の
長
時
間
労
働
の
見
直
し
が
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（W

ork-L
ife 

B
alance

＝
Ｗ
Ｌ
Ｂ
。
職
業
生
活
と
職
業
以
外
の
人
間
生
活
と
の
調
和
）
の
観
点
か
ら
は
、
仕
事
生
活
一
辺
倒
の
長
時
間
労
働
は
、
ゆ
と
り
あ
る

豊
か
な
生
活
と
は
い
え
な
い
。

こ
う
し
た
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
年
間
総
実
働
時
間
一
八
〇
〇
時
間
は
か
な
り
理
想
的
な
数
値
で
あ
る
と
認
め
た
と
し
て
も
、
現
状
の

常
用
一
般
労
働
者
の
労
働
時
間
、
と
く
に
平
均
で
年
間
二
〇
〇
〇
時
間
を
超
す
総
実
労
働
時
間
は
明
ら
か
に
長
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

「
二
│
2
」
で
み
た
と
お
り
、
一
日
お
よ
び
一
週
の
所
定
労
働
時
間
短
縮
は
今
以
上
に
は
望
め
な
い
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
時
間
外

労
働
と
年
次
有
給
休
暇
で
あ
る
。
わ
が
国
の
長
時
間
労
働
の
主
な
原
因
は
、
周
知
の
と
お
り
所
定
外
労
働
（
時
間
外
労
働
）
が
多
い
こ
と

と
年
次
有
給
休
暇
取
得
の
少
な
さ
に
あ
る
。
そ
こ
で
次
項
以
降
で
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
点
に
関
し
て
検
討
す
る
。

2　

時
間
外
労
働
、
賃
金
不
払
い
労
働
時
間
の
実
態
と
そ
の
理
由

表
3
に
よ
る
と
、
一
般
労
働
者
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
以
外
の
常
用
労
働
者
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
契
約
社
員
、
嘱
託
も
含
ま
れ
る
）
の
二
〇
一
二
年
の

所
定
外
労
働
時
間
は
平
均
一
七
九
時
間
で
あ
り
、
一
ヵ
月
で
は
約
一
五
時
間
で
あ
る
。
月
一
五
時
間
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
と
も
い
え
る

七
二
九
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六
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が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
平
均
で
あ
っ
て
、
所
定
外
労
働
が
ゼ
ロ
の
者
も
い
れ
ば
八
〇
時
間
、
一
〇
〇
時
間
の
者
も
い
る
。
事
業
所
対
象
の

毎
勤
統
計
と
は
異
な
り
調
査
対
象
は
個
人
だ
が
、
総
務
省
統
計
局
「
労
働
力
調
査
」
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
に
週
三
五
時
間
未
満
就
業

し
た
雇
用
者
（
ほ
ぼ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
相
当
）
は
26
・
9
％
、
三
五
時
間
以
上
働
い
た
雇
用
者
（
正
社
員
、
契
約
社
員
な
ど
フ
ル
タ
イ
ム
労

働
者
に
相
当
）
は
73
・
1
％
で
あ
っ
た
が
、
六
〇
時
間
以
上
働
い
た
雇
用
者
も
9
・
2
％
い
た
。
週
所
定
労
働
時
間
が
四
〇
時
間
と
す
れ
ば

週
に
二
〇
時
間
の
時
間
外
労
働
に
な
り
、
恒
常
的
で
あ
れ
ば
月
に
八
〇
時
間
に
達
す
る
。
こ
れ
が
続
け
ば
過
労
死
の
認
定
基
準
の
一
つ
を

満
た
す
こ
と
に
な
る
（
12
）

。

時
間
外
労
働
（
所
定
外
労
働
）
を
行
う
理
由
を
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が
実
施
し
た
一
連
の
調
査
結
果
か
ら
確
認
し
よ
う
（
13
）

。
い

ず
れ
も
選
択
肢
三
つ
ま
で
の
多
重
回
答
で
、「
所
定
労
働
時
間
内
で
は
片
づ
か
な
い
仕
事
量
だ
か
ら
」「
自
分
の
仕
事
を
き
ち
ん
と
仕
上
げ

た
い
か
ら
」「
仕
事
の
性
格
上
、
所
定
外
で
な
い
と
で
き
な
い
仕
事
が
あ
る
か
ら
」「
人
員
削
減
に
よ
り
人
手
不
足
だ
か
ら
」
が
上
位
に
来

る
。
調
査
に
よ
り
順
位
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
あ
る
が
、「
所
定
労
働
時
間
内
で
は
片
づ
か
な
い
仕
事
量
」
は
常
に
第
一
位
で
あ
る
。「
取

引
先
と
の
関
係
で
、
納
期
を
間
に
合
わ
せ
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
」「
事
業
活
動
の
繁
閑
の
差
が
大
き
い
か
ら
」「
上
司
や
仲
間
が
残
業
し

て
い
る
の
で
先
に
帰
り
づ
ら
い
か
ら
」
が
そ
れ
ら
に
続
く
が
、
上
位
の
理
由
に
比
べ
れ
ば
割
合
は
多
く
な
い
。「
残
業
手
当
や
休
日
手
当

を
増
や
し
た
い
か
ら
」「
定
時
で
帰
る
よ
り
働
い
て
い
る
方
が
楽
し
い
か
ら
」
な
ど
の
割
合
は
か
な
り
低
い
。
ま
た
、
最
近
の
調
査
の
新

し
い
選
択
肢
で
は
、「
予
定
外
の
仕
事
が
突
然
飛
び
込
ん
で
く
る
か
ら
」「
仕
事
の
締
切
り
や
納
期
に
ゆ
と
り
が
な
い
か
ら
」
も
割
合
が
多

い
。
人
手
不
足
や
突
発
的
業
務
、
納
期
に
ゆ
と
り
が
な
い
と
い
う
の
も
、
結
局
は
仕
事
量
が
所
定
労
働
時
間
に
比
べ
て
相
対
的
に
多
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

労
働
力
調
査
で
週
六
〇
時
間
働
く
場
合
の
二
〇
時
間
の
時
間
外
労
働
に
は
、
居
残
り
残
業
だ
け
で
な
く
早
出
、
休
日
出
勤
、
そ
れ
に
自

七
三
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わ
が
国
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け
る
労
働
時
間
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実
態
と
労
働
時
間
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理
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課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
四
七
）

宅
持
ち
帰
り
残
業
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
自
宅
持
ち
帰
り
残
業
は
通
常
会
社
に
申
告
す
る
こ
と
は
無
い
の
で
、
賃
金
不
払
い
残

業
に
な
る
。
た
だ
、
持
ち
帰
り
残
業
の
正
確
な
時
間
数
は
把
握
で
き
な
い
。
持
ち
帰
り
残
業
に
限
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
残
業
時
間
、

正
確
に
は
賃
金
不
払
い
労
働
時
間
は
、
当
然
な
が
ら
表
3
の
毎
勤
統
計
に
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
（
14
）

。
な
お
、
賃
金
不
払
い
労
働
時
間
は
、

持
ち
帰
り
残
業
だ
け
で
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
企
業
の
残
業
規
制
、
正
確
に
は
時
間
外
労
働
の
申
告
に
上
限
を
設
定
す
る
こ
と
や
、

企
業
の
強
制
で
は
な
く
従
業
員
自
身
の
自
主
的
な
自
己
規
制
か
ら
も
生
じ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
で
時
間
外
労
働
が
多
い
理
由
の
一
つ
に
、
不
況
や
経
営
不
振
の
場
合
の
雇
用
調
整
を
従
業
員
の
数
で
調
整
す
る
の

で
は
な
く
、
労
働
時
間
の
長
さ
で
調
整
す
る
こ
と
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
。
従
業
員
の
数
を
繁
忙
期
で
な
く
業
務
量
の
少
な
い
時
期
に
合
わ

せ
て
お
き
、
繁
忙
期
に
は
要
員
を
増
や
す
の
で
は
な
く
時
間
外
労
働
で
対
応
す
る
。
業
務
量
が
少
な
く
な
っ
て
も
従
業
員
を
解
雇
す
る
こ

と
は
せ
ず
、
時
間
外
労
働
の
削
減
で
対
応
す
る
。
い
わ
ゆ
る
時
間
外
労
働
の
雇
用
維
持
機
能
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
厚
生
労
働
省
「
労
働

経
済
動
向
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
雇
用
調
整
の
実
施
方
法
で
一
番
多
い
の
は
常
に
残
業
規
制
で
あ
り
、
希
望
退
職
の
募
集
や
解
雇
は
最
も
少

な
い
。
こ
の
よ
う
に
時
間
外
労
働
に
雇
用
維
持
機
能
の
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
重
視
や
、
長
時
間
労
働
に
よ

る
心
身
へ
の
負
荷
と
く
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
面
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
を
過
大
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
（
15
）

。

3　

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
状
況
と
年
休
を
取
り
残
す
理
由

表
4
が
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
数
、
取
得
日
数
、
取
得
率
の
推
移
で
あ
る
。「
二
│
1
」
で
年
次
有
給
休
暇
に
関
す
る
労
基
法
の
改

定
状
況
を
概
観
し
た
が
、
そ
の
効
果
で
平
均
付
与
日
数
は
一
五
日
程
度
か
ら
一
八
日
程
度
に
増
加
し
た
。
し
か
し
、
取
得
日
数
自
体
は
八

〜
九
日
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
取
得
率
は
低
下
し
、
最
近
は
五
〇
％
を
切
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、

七
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二
〇
一
三
年
時
点
の
取
得
日
数
は
一
〇
〇
〇
人
以
上
が
一
〇
・
六
日
、
三
〇
〜
九
九
人
は
六
・
八
日
、
取
得
率
は
同
54
・
6
％
、
40
・
1
％
と
、

や
や
大
規
模
企
業
の
方
が
多
い
が
大
き
な
差
で
は
な
い
。

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
の
調
査
（
16
）

に
よ
る
と
、
正
社
員
が
年
休
を
取
り
残
す
理
由
で
多
い
の
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
選
択

肢
ご
と
に
そ
う
思
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
を
合
計
し
た
肯
定
割
合
）。「
病
気
や
急
な
用
事
の
た
め
に
残
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
」

64
・
6
％
、「
休
む
と
職
場
の
他
の
人
に
迷
惑
に
な
る
か
ら
」
60
・
2
％
、「
仕
事
が
多
す
ぎ
て
休
ん
で
い
る
余
裕
が
な
い
か
ら
」
52
・
7
％
、

「
休
み
の
間
仕
事
を
引
き
継
い
で
く
れ
る
人
が
い
な
い
か
ら
」
46
・
9
％
、「
職
場
の
周
囲
の
人
が
取
ら
な
い
の
で
年
休
を
取
り
に
く
い
か

ら
」
42
・
2
％
、「
上
司
が
い
い
顔
を
し
な
い
か
ら
」
33
・
3
％
が
上
位
に
く
る
。「
病
気
や
急
な
用
事
」
を
除
く
と
、
仕
事
量
や
職
場
の
雰

囲
気
な
ど
が
理
由
で
あ
る
。
年
休
を
取
り
残
す
理
由
と
し
て
一
般
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
項
と
い
え
よ
う
。

年
休
の
取
得
推
進
策
と
し
て
期
待
さ
れ
る
の
は
、
八
七
年
の
労
基
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
「
計
画
年
休
制
度
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

八
八
年
の
施
行
時
か
ら
導
入
企
業
の
割
合
は
あ
ま
り
増
え
て
い
な
い
。「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
に
よ
る
と
、
企
業
規
模
計
で
一
九
八
八

年
の
採
用
率
が
14
・
2
％
、
二
〇
一
二
年
で
も
15
・
4
％
で
あ
る
。
企
業
規
模
別
に
み
た
採
用
率
も
あ
ま
り
変
化
が
無
く
、
一
二
年
時
点
で

み
る
と
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
31
・
8
％
、
三
〇
〇
〜
九
九
九
人
22
・
7
％
、
一
〇
〇
〜
二
九
九
人
17
・
7
％
、
三
〇
〜
九
九
人
13
・
6
％
と

な
っ
て
い
る
。
年
次
有
給
休
暇
は
、
労
働
者
の
心
身
の
疲
労
回
復
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、
労
働
力
の
維
持
培
養
、
ゆ
と
り
あ
る
生
活
の
実
現

に
資
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
欧
州
で
は
長
期
休
暇
と
し
て
ま
と
め
て
取
得
す
る
（
17
）

。
と
こ
ろ
が
わ
が
国
の
場
合
は
、
病
気
や
急
な
用
事

の
際
に
一
日
、
二
日
と
細
切
れ
で
取
得
す
る
こ
と
が
慣
行
と
な
り
、
そ
れ
に
併
せ
て
行
政
解
釈
で
半
日
単
位
の
取
得
も
可
能
と
な
り
（
18
）

、
労

基
法
改
正
で
時
間
単
位
の
取
得
が
可
能
と
な
っ
た
（
労
基
法
第
三
九
条
第
四
項
）。
分
割
取
得
は
年
休
の
有
効
活
用
策
か
も
し
れ
な
い
が
、

や
は
り
年
に
数
回
、
少
な
く
と
も
一
週
間
単
位
で
計
画
的
に
長
期
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
、
明
日
へ
の
活
力
に
つ
な
が
る
本
来
の
年
休
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
四
九
）

の
利
用
法
で
あ
ろ
う
。

四　

柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
の
実
態
と
問
題
点

1　

こ
れ
ま
で
の
労
働
時
間
管
理
│
時
短
と
柔
軟
化

「
一
」
で
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
労
働
時
間
管
理
が
目
指
し
た
も

の
は
、
①
労
働
時
間
の
短
縮
と
余
暇
時
間
の
増
大
、
②
生
産
性
の
向

上
・
効
率
化
、
③
自
由
度
・
裁
量
度
の
増
加
で
あ
る
と
述
べ
た
。
人
材

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
豊
か
な
社
会
に
な
っ
て
ゆ
と
り

を
求
め
る
時
代
の
動
き
に
呼
応
し
て
、
生
産
性
の
向
上
を
大
前
提
に
し

な
が
ら
も
、
そ
の
成
果
配
分
の
意
味
も
込
め
て
、
企
業
は
時
短
を
進
め

自
由
度
を
高
め
る
努
力
を
行
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
今
日
、

従
業
員
に
少
し
で
も
効
率
よ
く
働
い
て
も
ら
う
た
め
に
、
労
働
時
間
管

理
の
重
要
性
は
増
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
①
（
時
短
）
を
ベ
ー
ス

に
し
な
が
ら
、
③
（
柔
軟
性
）
を
実
現
し
て
、
②
（
生
産
性
向
上
）
を
図

る
こ
と
が
経
営
に
は
求
め
ら
れ
る
。

「
二
│
3
│
⑵
」
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
常
用
労
働
者
の
年
間
総
実

労
働
時
間
は
高
度
経
済
成
長
末
期
の
一
九
七
〇
年
と
比
べ
、
明
ら
か
に

表 4　年次有給休暇の取得状況（労働者 1人平均）
（単位：日、％）

調査産業
・規模計 付与日数 取得日数 取 得 率

1985暦年 15.2 7.8 51.6

1990 15.5 8.2 52.9

1995 17.2 9.5 55.2

2001 18.0 8.9 49.5

2005 18.0 8.4 46.6

2010 17.9 8.5 47.1

2013 18.3 8.6 47.1

出所 ：厚生労働省「就労条件総合調査」（2000年以前は「賃金労働時間制度等総

合調査」）

（注）1．付与日数は当年度のもので、繰り越し日数は含まない。

2．取得率＝取得日数÷付与日数×100（％）。

3．表 1の（注）2参照。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
五
〇
）

短
縮
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、「
三
│
1
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
一
般
労
働
者
（
正
社
員
、
契
約

社
員
な
ど
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
）
の
年
間
総
実
労
働
時
間
、
年
間
所
定
内
労
働
時
間
の
短
縮
は
進
ん
で
い
な
い
。
所
定
外
労
働
時
間
は
む

し
ろ
微
増
の
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
で
も
時
間
外
労
働
の
削
減
、
年
休
の
取
得
促
進
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮
の
意
義
が
軽
く

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
認
識
し
た
上
で
、
本
項
で
は
、
も
う
一
つ
の
労
働
時
間
管
理
の
目
的
で
あ
っ
た
「
自
由
度
・
裁
量
度
の

増
加
」
の
動
向
に
関
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

労
働
時
間
に
関
す
る
自
由
度
・
裁
量
度
の
増
加
は
労
働
時
間
管
理
の
弾
力
化
、
柔
軟
化
そ
し
て
多
様
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
と
表
現
す
る
。
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
と
し
て
は
、
変
形
労
働
制
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
裁
量
労
働
制

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
業
務
の
繁
閑
に
対
応
し
て
一
日
ま
た
は
週
の
労
働
時
間
を
予
め
変
更
す
る
変
形
労
働
時
間
制
は
、

当
初
は
時
短
の
一
手
法
と
い
う
位
置
付
け
も
あ
っ
た
が
、
本
質
的
に
は
業
務
量
の
多
寡
に
応
じ
た
労
働
時
間
の
効
率
的
配
分
と
い
う
主
に

経
営
側
に
と
っ
て
の
柔
軟
性
で
あ
る
。
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
労
働
者
、
従
業
員
に
と
っ
て
の
柔
軟
性
に
焦
点
を
絞
る
の
で
、
変
形
労
働
時

間
制
は
検
討
対
象
に
し
な
い
。
な
お
、
直
接
的
な
労
働
時
間
の
柔
軟
化
で
は
な
い
が
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
裁
量
労
働
制
、
事
業
場

外
の
み
な
し
労
働
時
間
制
と
セ
ッ
ト
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
在
宅
勤
務
に
つ
い
て
は
、
働
く
場
所
と
時
間
の
柔
軟
化
と
い
う
側
面
か

ら
、
広
義
の
労
働
時
間
の
柔
軟
化
に
含
め
て
検
討
す
る
。

2　

柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
の
背
景

柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
、
こ
こ
で
は
労
働
者
に
と
っ
て
の
労
働
時
間
の
柔
軟
性
が
な
ぜ
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
周
知
の
と

お
り
経
済
の
第
三
次
産
業
化
、
サ
ー
ビ
ス
化
が
進
ん
だ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
総
務
省
統
計
局
『
労
働
力
調
査
』
に
よ
る
と
、
高
度
経
済

七
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
五
一
）

成
長
末
期
の
一
九
七
〇
年
に
就
業
者
の
35
・
2
％
が
第
二
次
産
業
で
働
い
て
い
た

が
、
二
〇
一
二
年
に
は
24
・
5
％
に
減
少
し
た
。
一
方
、
第
三
次
産
業
は
47
・
4
％

か
ら
70
・
7
％
に
ま
で
増
加
し
た
（
19
）

。
そ
れ
と
と
も
に
、
職
業
別
の
労
働
者
の
比
率

も
変
化
し
た
。
管
理
的
職
業
従
事
者
、
専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者
、
事
務
従

事
者
、
販
売
従
事
者
を
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
的
職
業
従
事
者
」
と
す
る
と
、
全
雇

用
労
働
者
に
占
め
る
割
合
は
一
九
七
〇
年
の
43
・
7
％
か
ら
、
二
〇
一
二
年
の

55
・
0
％
に
増
加
し
て
い
る
（
表
5
）。
と
く
に
、
専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者

の
増
加
が
顕
著
で
、
実
数
で
三
・
七
倍
、
割
合
で
二
・
二
倍
に
な
っ
て
い
る
。

今
日
的
な
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
化
の
下
に
お
け
る
働
き
方
、

労
働
態
様
は
、
工
場
法
の
系
譜
を
引
き
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
的
働
き
方
を
想
定
し
た
労

働
基
準
法
の
労
働
時
間
規
制
と
必
ず
し
も
適
合
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
国
内
外
企
業
と
の
競
争
激
化
と
い
う
経
営
環
境
下
で
、
知

的
生
産
性
の
高
い
創
造
的
な
業
務
遂
行
が
求
め
ら
れ
る
中
、
画
一
的
な
労
働
時
間

規
制
が
桎
梏
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
上
、
豊
か
な
社
会
に
育
っ
た
多
様
な

価
値
観
、
労
働
観
を
持
っ
た
労
働
者
は
、
多
様
で
し
か
も
裁
量
度
の
高
い
自
律
し

た
働
き
方
を
望
む
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
様
々
な
要
因
に
対
応
す
る
も
の
と
し

て
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
の
導
入
は
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然

表 5　ホワイトカラーの職業別雇用者数と構成割合
（調査産業・企業規模・男女計。単位：万人、％）

区　分
総　　　数 管　理　的

職業従事者
専門的・技術的
職業従事者 事務従事者 販売従事者 ホワイトカラー的

職業従事者
雇用者数 割 合 雇用者数 割 合 雇用者数 割 合 雇用者数 割 合 雇用者数 割 合 雇用者数 割 合

1970
暦年 3,306 100.0 131 4.0 246 7.4 723 21.9 344 10.4 1,444 43.7

75 3,646 100.0 205 5.6 304 8.3 775 21.3 427 11.7 1,711 46.9
80 3,971 100.0 217 5.5 364 9.2 867 21.8 497 12.5 1,945 49.0
85 4,313 100.0 207 4.8 451 10.5 954 22.1 581 13.5 2,193 50.8
90 4,835 100.0 234 4.8 594 12.3 1,088 22.5 680 14.1 2,596 53.7
95 5,263 100.0 232 4.4 691 13.1 1,194 22.7 738 14.0 2,855 54.2
2000 5,356 100.0 200 3.7 754 14.1 1,233 23.0 736 13.7 2,923 54.6
05 5,393 100.0 187 3.5 826 15.3 1,197 22.2 754 14.0 2,964 55.0
10 5,463 100.0 159 2.9 849 15.5 1,194 21.9 787 14.4 2,989 54.7
12 5,504 100.0 149 2.7 905 16.4 1,181 21.5 790 14.4 3,025 55.0

出所：総務省統計局「労働力調査」に基づき筆者作成。
（注） 　日本標準職業分類の改定に伴って職業分類間に移動が生じているが、時系列で大ま

かな傾向を把握するためには支障がない。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
五
二
）

な
が
ら
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
Ｗ
Ｌ
Ｂ
）
の
理
念
も
盛
り
込
ま
れ
る
。
以
下
、
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
仕
組
み
と
意
義
と
実
態
を
概
観
す
る
。

3　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
、
一
九
八
七
年
の
労
基
法
改
正
に
よ
り
八
八
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
（
労
働
基
準
法
第
三
二
条
の
三
）。
労

基
法
上
の
細
か
な
導
入
要
件
は
省
略
す
る
が
、
始
業
と
終
業
時
刻
を
あ
く
ま
で
労
働
者
の
自
主
的
な
決
定
に
委
ね
る
こ
と
を
条
件
に
、
週

四
〇
時
間
制
、
一
日
八
時
間
労
働
制
の
例
外
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
ヵ
月
以
内
で
設
定
す
る
一
定
期
間
（
清
算
期
間
）
の

平
均
で
、
一
週
当
た
り
の
労
働
時
間
が
四
〇
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
日
や
週
に
よ
っ
て
生
じ
る
労
働
時
間
の
長
短
は
、
こ
の
精
算

期
間
（
通
常
は
一
ヵ
月
が
多
い
）
に
つ
い
て
、
労
使
で
協
定
し
た
総
所
定
労
働
時
間
の
範
囲
内
で
清
算
す
る
。
総
所
定
労
働
時
間
を
超
え
た

分
は
時
間
外
労
働
と
な
る
。
制
度
的
に
は
一
日
の
う
ち
に
必
ず
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
コ
ア
タ
イ
ム
を
設
け
る
ケ
ー
ス
が
一
般
的
だ

が
、
研
究
・
開
発
部
門
で
は
コ
ア
タ
イ
ム
な
し
の
フ
リ
ー
タ
イ
ム
制
を
採
り
入
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

も
と
も
と
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（Q
uality of W

orking L
ife

＝
労
働
生
活
の
質
、
労
働
の
人
間
化
）
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
一
九
六
〇
年
代
後
半

か
ら
西
欧
諸
国
で
普
及
し
た
制
度
で
あ
る
。
当
初
の
ね
ら
い
は
、
時
間
的
拘
束
感
か
ら
の
開
放
、
朝
型
・
夜
型
な
ど
生
活
リ
ズ
ム
に
合
わ

せ
た
労
働
時
間
の
選
択
、
通
勤
難
の
緩
和
、
ア
ブ
セ
ン
テ
ィ
ズ
ム
（A

bsenteeism

＝
ず
る
休
み
）
対
策
、
人
材
の
確
保
対
策
で
あ
っ
た
。

わ
が
国
で
も
一
九
七
四
年
に
導
入
し
た
西
ド
イ
ツ
企
業
の
日
本
支
社
を
は
じ
め
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
す
る
企
業
が
増
加
し
、

一
時
は
ブ
ー
ム
と
さ
え
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
目
的
が
主
と
し
て
残
業
手
当
の
削
減
に
あ
る
な
ど
、
本
来
の
Ｑ
Ｗ
Ｌ
に
は
遠
か
っ
た
。

ま
た
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の
不
況
期
に
従
業
員
の
出
社
時
刻
が
ま
ち
ま
ち
で
は
士
気
が
上
が
ら
な
い
、
わ
が
国
の
集
団
的
業
務
遂
行
に
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
五
三
）

は
な
じ
ま
な
い
、
な
ど
の
理
由
で
中
止
す
る
企
業
が
多
く
な
っ
た
。

そ
の
後
、
労
働
時
間
の
短
縮
要
求
や
柔
軟
な
勤
務
時
間
制
度
へ
の
関
心
の
中
で
、
再
び
同
制
度
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
労
基

法
で
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
勤
務
形
態
で
あ
る
た
め
、
最
初
の
ブ
ー
ム
の
と
き
は
変
形
労
働
時
間
の
応
用
で
処
理
し
て
い
た
が
、
前
述

し
た
と
お
り
八
七
年
の
労
基
法
改
正
で
正
式
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
厚
生
労
働
省
「
平
成
二
五
年　

就
労
条
件
総
合

調
査
」
に
よ
る
と
実
際
の
導
入
割
合
は
少
な
く
、
調
査
産
業
・
規
模
計
で
は
5
・
0
％
に
し
か
す
ぎ
な
い
（
表
6
│

①
）。
規
模
別
に
は
格

差
が
あ
り
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
企
業
の
導
入
率
は
28
・
2
％
、
三
〇
〜
九
九
人
規
模
は
2
・
8
％
で
あ
る
（
20
）

。
実
際
に
同
制
度
が
適
用
さ
れ
て

い
る
労
働
者
の
割
合
を
み
て
も
（
集
計
表
不
掲
載
）、
規
模
計
7
・
9
％
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
14
・
8
％
、
三
〇
〜
九
九
人
2
・
0
％
で
あ
る
。

小
規
模
企
業
で
従
業
員
の
出
退
勤
が
不
揃
い
で
は
業
務
が
円
滑
に
遂
行
で
き
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
建
設
業
な
ど
導
入
に
不

向
き
と
思
わ
れ
る
業
種
で
の
実
施
率
は
低
い
。
不
況
に
な
る
と
採
用
割
合
が
減
少
し
、
好
況
に
な
る
と
増
加
す
る
と
い
う
傾
向
も
み
ら
れ
る
。

導
入
企
業
・
職
場
で
の
利
用
実
態
は
、
毎
日
標
準
始
終
業
時
刻
よ
り
遅
い
（
早
い
）
決
ま
っ
た
時
刻
に
出
退
勤
す
る
利
用
法
（
つ
ま
り
単

な
る
時
差
勤
務
）
や
、
通
常
は
標
準
時
間
帯
に
勤
務
し
、
週
一
度
な
い
し
月
に
数
度
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
き
だ
け
同
制
度
を
利
用
す

る
例
が
多
い
。
た
し
か
に
、
毎
日
出
退
社
時
刻
が
不
定
期
で
は
生
活
が
不
規
則
に
な
る
。
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
し
て
い
る
企

業
・
職
場
で
も
、
職
種
に
よ
っ
て
は
原
則
と
し
て
標
準
時
間
帯
だ
け
勤
務
す
る
従
業
員
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ

や
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
視
点
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
労
働
時
間
を
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
仕
組
み
、
自
律
的
で
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
な
働
き
方
を
実
現
で
き
る
制
度
、
ひ
い
て
は
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
同
制
度
を
廃
止
す

る
理
由
と
し
て
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
不
揃
い
出
勤
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
面
の
障
害
や
一
体
感
の
欠
如
、
効
率
の
低
下
な
ど
は
、
発

達
し
た
情
報
機
器
の
活
用
を
は
じ
め
と
す
る
制
度
運
用
の
工
夫
で
、
今
日
で
は
か
な
り
の
部
分
が
解
決
可
能
で
あ
る
。
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4　

裁
量
労
働
制

裁
量
労
働
制
は
、
業
務
の
遂
行
方
法
、
遂
行
手
段
、

時
間
配
分
を
労
働
者
の
裁
量
に
委
ね
る
労
働
時
間
制
度

で
あ
る
。
労
働
法
的
に
は
、
事
業
場
外
労
働
（
労
基
法

第
三
八
条
の
二
）
と
並
ん
で
「
み
な
し
労
働
時
間
制
」

と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
専
門
業
務
型
と
企
画
業
務

型
の
二
種
類
あ
る
。

専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
は
八
七
年
の
労
基
法
改
正

で
制
定
さ
れ
た
。「
業
務
の
性
質
上
そ
の
遂
行
方
法
を

大
幅
に
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
ゆ
だ
ね
る
必

要
が
あ
る
た
め
」、
当
該
業
務
の
遂
行
手
段
や
時
間
配

分
の
決
定
に
つ
い
て
使
用
者
が
具
体
的
な
指
示
を
す
る

こ
と
が
困
難
な
業
務
に
関
す
る
裁
量
労
働
制
で
あ
る

（
労
働
基
準
法
第
三
八
条
の
三
）。
現
在
は
一
九
業
務
が
対

象
に
な
っ
て
い
る
（
21
）

。
導
入
に
は
所
定
の
事
項
に
関
し
て

労
使
協
定
が
必
要
で
、
協
定
は
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

長
に
届
け
出
る
。
実
際
に
労
働
し
た
時
間
に
か
か
わ
ら

表 6　柔軟な労働時間制度の導入企業割合の推移
①　フレックスタイム制 （単位：％）

産業・企業規模 1990暦年 1995年 1999年 2001年 2005年 2008年 2010年 2013年

調査産業・規模計 2.2 4.3 5.7 5.6 6.8 4.9 5.9 5.0

1,000人以上 23.4 34.9 35.7 35.9 32.5 30.6 31.8 28.2

300～999人 13.9 16.7 17.6 17.1 14.1 18.1 13.4

100～299人 5.4 6.4 8.1 8.9 5.6 7.7 7.9

30～99人 0.8 1.9 3.6 2.8 4.4 3.3 3.6 2.8

②　専門業務型裁量労働制

調査産業・規模計 0.6 0.9 1.9 1.7 3.4 2.2 2.5 2.2

1,000人以上 1.1 5.1 5.7 5.6 8.0 11.2 9.7 7.6

300～999人 1.1 4.1 2.7 5.4 4.9 5.1 3.6

100～299人 1.3 1.4 1.5 3.5 2.7 3.2 3.1

30～99人 0.6 0.6 1.7 1.5 3.1 1.6 1.9 1.6

③　企画業務型裁量労働制

調査産業・規模計 0.4 0.6 0.9 0.8 0.8

1,000人以上 0.8 3.2 6.5 6.5 5.9

300～999人 0.7 1.3 2.1 1.7 1.4

100～299人 0.5 1.2 2.2 1.0 0.9

30～99人 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6

出所 ：厚生労働省「就労条件総合調査」（2000年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」）
（注）1  ．専門業務型裁量労働制は1999年まで「裁量労働制のみなし労働時間制」として調

査したものである。
2．その他の注記は表 1の（注）参照。

七
三
八



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
五
五
）

ず
、
労
使
協
定
で
定
め
た
時
間
を
労
働
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
労
使
協
定
の
時
間
は
、
所
定
労
働
時
間
で
定
め
る
ケ
ー
ス
と
、
一
定

の
所
定
外
労
働
時
間
を
含
む
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
な
お
、
二
〇
〇
三
年
の
労
基
法
改
正
時
に
、
企
画
業
務
型
と
同
じ
健
康
・
福
祉
確
保
措
置

と
苦
情
処
理
措
置
が
協
定
事
項
に
加
え
ら
れ
た
。

企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
は
一
九
九
八
年
の
労
基
法
改
正
で
創
設
さ
れ
た
も
の
で
、
施
行
は
慎
重
を
期
し
て
二
〇
〇
〇
年
四
月
で
あ
っ

た
。「
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
、
立
案
、
調
査
及
び
分
析
の
業
務
で
あ
っ
て
」、
当
該
業
務
の
性
質
上
、
適
切
に
遂

行
す
る
に
は
そ
の
方
法
を
大
幅
に
労
働
者
の
裁
量
に
委
ね
る
必
要
が
あ
る
た
め
、「
当
該
業
務
の
遂
行
の
手
段
及
び
時
間
配
分
の
決
定
等

に
関
し
使
用
者
が
具
体
的
な
指
示
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
業
務｣

に
関
す
る
裁
量
労
働
制
で
あ
る
（
労
働
基
準
法
第
三
八
条
の
四
）。
労
使

委
員
会
を
設
置
し
て
所
定
事
項
に
関
し
て
決
議
す
る
必
要
が
あ
り
、
決
議
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
使
委
員
会
が
決
議
し
た
時
間
を
労
働
し
た
も
の
と
み
な
す
が
、
適
用
に
は
対
象
労
働
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
決
議
の
内
容
に
は
健

康
・
福
祉
確
保
措
置
と
苦
情
処
理
措
置
も
含
ま
れ
て
い
る
。
〇
三
年
の
労
基
法
改
定
時
に
、
対
象
事
業
場
の
要
件
、
労
使
委
員
会
の
議
決

要
件
（
全
員
一
致
か
ら
五
分
の
四
以
上
の
多
数
）
な
ど
導
入
・
運
用
要
件
の
緩
和
が
な
さ
れ
、
〇
四
年
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、

対
象
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
、
健
康
・
福
祉
確
保
措
置
の
実
施
状
況
を
使
用
者
が
六
ヵ
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
労
働
基
準
監
督
署
に

報
告
す
る
義
務
は
残
さ
れ
た
。

専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
は
研
究
、
開
発
な
ど
そ
の
業
務
の
性
質
自
体
か
ら
、
業
務
の
遂
行
方
法
を
労
働
者
に
任
せ
た
方
が
効
果
的
な

裁
量
労
働
の
類
型
で
あ
り
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
は
事
業
運
営
の
企
画
、
立
案
な
ど
の
業
務
に
関
し
て
、
専
門
的
能
力
の
あ
る
労
働

者
に
任
せ
る
裁
量
労
働
の
類
型
で
あ
る
。
た
だ
、
専
門
業
務
型
は
対
象
業
務
が
限
定
さ
れ
、
企
画
業
務
型
は
実
施
の
条
件
が
厳
し
い
た
め

か
、
前
掲
・
厚
生
労
働
省
調
査
に
よ
る
と
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
と
比
べ
て
も
導
入
割
合
は
少
な
い
（
前
掲
表
6
│

②
、
③
）。
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二
〇
一
三
年
で
専
門
業
務
型
を
導
入
し
て
い
る
企
業
の
割
合
は
、
調
査
産
業
・
規
模
計
で
2
・
2
％
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
で
も
7
・
6
％
、

三
〇
〜
九
九
人
で
は
1
・
6
％
で
あ
る
。
ま
た
、
適
用
労
働
者
の
割
合
は
さ
ら
に
低
く
（
集
計
表
不
掲
載
）、
調
査
産
業
・
規
模
計
1
・
2
％
、

一
〇
〇
〇
人
以
上
1
・
6
％
、
三
〇
〜
九
九
人
0
・
8
％
。
同
じ
く
企
画
業
務
型
を
導
入
企
業
の
割
合
と
適
用
労
働
者
の
割
合
で
み
る
と
、

調
査
産
業
・
規
模
計
0
・
8
％
（
労
働
者
割
合
0
・
3
％
）、
一
〇
〇
〇
人
以
上
5
・
9
％
（
同
0
・
5
％
）、
三
〇
〜
九
九
人
0
・
6
％
（
同
0
・
2
％
）

と
な
っ
て
い
る
。

専
門
業
務
型
の
対
象
業
務
は
、
注（
21
）の
よ
う
に
研
究
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー
な
ど
で
あ
り
、
関
連

す
る
業
種
や
職
種
が
限
ら
れ
る
し
、
公
認
会
計
士
、
弁
護
士
、
税
理
士
な
ど
社
会
的
専
門
職
の
場
合
は
、
通
常
の
事
業
会
社
に
雇
用
さ
れ

る
よ
り
専
門
組
織
に
所
属
す
る
か
、
社
外
で
独
立
す
る
ケ
ー
ス
の
方
が
多
い
だ
ろ
う
。
厚
生
労
働
省
が
二
〇
〇
五
年
に
実
施
し
た
裁
量
労

働
制
の
施
行
状
況
調
査
（
22
）

に
よ
る
と
（
以
下
「
裁
量
労
働
制
調
査
」）、
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
を
導
入
し
な
い
理
由
は
（
複
数
回
答
）、「
現

行
労
働
時
間
制
度
で
十
分
だ
か
ら
」
32
・
7
％
が
最
も
多
く
、「
職
場
の
管
理
が
煩
雑
と
な
る
た
め
」
23
・
5
％
が
次
に
多
い
。
ま
た
企
画

業
務
型
を
導
入
し
な
い
理
由
は
（
複
数
回
答
）、「
現
行
労
働
時
間
制
度
で
十
分
だ
か
ら
」
31
・
9
％
と
「
手
続
が
煩
雑
で
あ
る
た
め
」
31
・
9
％

が
同
じ
割
合
で
最
も
多
く
、「
職
場
の
管
理
が
煩
雑
と
な
る
た
め
」
25
・
0
％
が
そ
れ
に
続
く
。

裁
量
労
働
制
は
、
労
働
法
的
に
は
み
な
し
労
働
時
間
制
の
一
つ
で
あ
る
が
、
と
く
に
企
画
業
務
型
の
法
制
化
に
あ
た
っ
て
当
初
か
ら
喧

伝
さ
れ
て
い
た
の
は
、
労
働
を
時
間
の
長
さ
で
は
な
く
「
質
で
計
る
」「
成
果
で
計
る
」
仕
組
み
で
あ
り
、
成
果
主
義
に
対
応
す
る
労
働

時
間
制
度
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
労
働
時
間
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
律
的
で
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

な
働
き
方
を
通
し
て
知
的
生
産
性
を
向
上
さ
せ
、
創
造
的
な
業
務
遂
行
を
可
能
に
す
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
面
を
強
調
し
た
い
。
自
己
の

裁
量
で
労
働
す
る
こ
と
は
従
業
員
の
働
き
が
い
に
も
つ
な
が
る
。
た
だ
し
、
現
状
の
裁
量
労
働
制
に
は
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
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在
宅
勤
務

Ｉ
Ｃ
Ｔ
（Inform

ation and C
om
m
unication T

echnology

＝
情
報
通
信
技
術
）
の
発
達
で
、
効
率
的
な
テ
レ
ワ
ー
ク
（telew

ork

）
が
可
能

に
な
っ
た
。
テ
レ
ワ
ー
ク
と
は
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
遠
隔
型
勤
務
の
こ
と
で
、
場
所
や
時
間
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟

な
働
き
方
で
あ
る
。
総
務
省
「
平
成
二
四
年　

通
信
利
用
動
向
調
査
」
に
よ
る
と
、
従
業
員
一
〇
〇
人
以
上
の
企
業
で
何
ら
か
の
テ
レ

ワ
ー
ク
を
実
施
し
て
い
る
割
合
は
11
・
5
％
で
あ
っ
た
。
自
営
業
や
請
負
業
の
形
態
に
よ
る
テ
レ
ワ
ー
ク
も
あ
る
が
、
雇
用
労
働
者
の
テ

レ
ワ
ー
ク
と
し
て
代
表
的
な
の
は
、
モ
バ
イ
ル
ワ
ー
ク
（
23
）

の
ほ
か
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
や
自
宅
な
ど
で
働
く
テ
レ
コ
ミ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

（telecom
m
uting

）
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
在
宅
勤
務
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
国
土
交
通
省
『
平
成
二
四
年
度　

テ
レ
ワ
ー
ク
人
口
実
態
調

査
』
の
推
計
に
よ
る
と
、
自
宅
で
週
一
分
以
上
仕
事
を
し
て
い
る
「
雇
用
型
在
宅
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
（
24
）

」
は
約
七
一
〇
万
人
、
雇
用
者
に
占

め
る
割
合
は
12
・
5
％
で
、
二
〇
一
一
年
以
降
増
加
傾
向
に
あ
る
。

在
宅
勤
務
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
仕
事
の
進
め
方
と
時
間
配
分
を
労
働
者
自
身
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
管
理
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
始
終
業
時
刻
や
休
憩
時
間
に
制
約
は
な
く
、
自
己
の
意
に
反
し
て
仕
事
を
中
断
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
、
業
務
遂
行
の

継
続
性
は
保
た
れ
る
し
、
仕
事
に
集
中
で
き
る
。
ま
た
、
通
勤
時
間
が
な
い
の
で
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
、
そ
の
分
の
時
間
を
自
己
啓
発
を
始

め
と
し
て
有
効
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

一
方
、
デ
メ
リ
ッ
ト
も
実
は
以
下
の
よ
う
に
色
々
あ
る
（
25
）

。
①
通
勤
時
間
は
私
的
な
時
間
か
ら
勤
務
時
間
に
移
行
す
る
頭
の
切
り
替
え
時

間
だ
が
、
在
宅
勤
務
で
は
こ
の
切
り
替
え
が
曖
昧
に
な
る
。
②
通
勤
時
間
分
の
余
裕
が
で
き
る
の
で
、
か
え
っ
て
仕
事
の
ペ
ー
ス
が
非
効

七
四
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年
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月
）

（
一
二
五
八
）

率
的
に
な
る
。
③
労
働
時
間
が
自
己
管
理
に
な
る
と
、
組
織
的
な
抑
制
が
な
い
の
で
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
に
な
り
や
す
い
。
④
職
と
住
の
境

界
線
を
曖
昧
に
し
、
仕
事
に
対
す
る
緊
張
感
が
欠
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
局
と
し
て
あ
る
は
ず
の
家
庭
に
お
け
る
リ
ラ
ッ
ク
ス
感
が
不

十
分
に
な
る
。
⑤
精
神
的
強
靱
さ
が
な
い
と
生
活
面
の
自
己
管
理
が
ル
ー
ズ
に
な
り
、
ま
た
運
動
不
足
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
人
に
よ
っ

て
は
孤
独
感
、
疎
外
感
を
抱
き
や
す
い
。
⑤
と
く
に
問
題
な
の
は
、
対
面
的
な
オ
フ
ィ
ス
ワ
ー
ク
な
ら
可
能
な
職
場
の
仲
間
同
士
で
教
え

合
う
こ
と
に
よ
る
問
題
解
決
、
同
僚
間
の
相
互
誘
発
で
生
じ
る
新
し
い
発
想
や
創
造
的
発
見
の
機
会
が
減
少
す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
面
を
含
め
て
、
効
率
的
な
働
き
方
、
弾
力
的
な
就
業
方
法
と
し
て
在
宅
勤
務
を
と
り
上
げ
た
が
、
高
齢
者
、
障
害

者
、
育
児
・
介
護
担
当
者
を
活
用
で
き
る
勤
務
制
度
で
も
あ
る
。
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
裁
量
労
働
制
の
運
用
で
在
宅
勤
務
を
認
め
て

い
る
企
業
も
あ
り
、
厚
生
労
働
省
通
達
「
在
宅
勤
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
れ
ば
（
26
）

、
一
定
の
要
件
で
在
宅
勤
務
を
事
業
場
外
み
な
し
労
働

時
間
制
（
労
基
法
第
三
八
条
の
二
）
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
わ
が
国
の
多
く
の
雇
用
労
働
者
の
働
き
方
が
組
織
労
働
、
チ
ー

ム
に
よ
る
活
動
中
心
で
あ
る
こ
と
や
、
前
述
し
た
在
宅
勤
務
の
デ
メ
リ
ッ
ト
面
を
考
慮
す
れ
ば
、
恒
常
的
な
在
宅
勤
務
は
有
効
と
は
い
え

な
い
。
週
に
一
〜
二
度
、
個
人
的
な
業
務
に
集
中
し
て
従
事
す
る
場
合
に
在
宅
勤
務
を
選
択
す
る
形
態
が
、
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
デ
メ

リ
ッ
ト
を
補
う
方
法
と
し
て
妥
当
で
あ
る
（
27
）

。
前
掲
テ
レ
ワ
ー
ク
人
口
実
態
調
査
で
は
、
二
〇
一
二
年
の
雇
用
型
在
宅
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に

よ
る
平
均
在
宅
勤
務
時
間
は
週
一
三
・
五
時
間
で
あ
っ
た
。

五　

仕
事
と
労
働
時
間
の
関
係
性
の
考
察

1　

長
時
間
労
働
を
も
た
ら
す
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度

柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
は
、
知
的
生
産
性
の
高
い
労
働
、
高
付
加
価
値
の
創
造
的
な
業
務
遂
行
だ
け
で
な
く
、
従
業
員
に
よ
る
自
律
的

七
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
五
九
）

な
労
働
時
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
効
率
的
業
務
遂
行
で
、
時
間
短
縮
の
効
果
も
期
待
し
て
導
入
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
現
実
に
は
時
短
に
は

つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
前
掲
・
厚
生
労
働
省
「
裁
量
労
働
制
調
査
」
で
は
、
専
門
業
務
型
の
一
日
の
み
な
し
労
働
時
間
は
平
均

八
時
間
二
六
分
、
実
労
働
時
間
は
平
均
九
時
間
九
分
で
、
企
画
業
務
型
は
そ
れ
ぞ
れ
八
時
間
三
分
、
九
時
間
二
分
で
あ
っ
た
。
ま
た

二
〇
一
三
年
に
行
わ
れ
た
別
の
厚
生
労
働
省
調
査
（
28
）

で
は
、
専
門
業
務
型
の
一
日
の
み
な
し
労
働
時
間
は
平
均
八
時
間
三
二
分
だ
が
、
実
労

働
時
間
は
平
均
的
な
者
の
平
均
で
九
時
間
二
〇
分
、
最
長
の
者
の
平
均
で
一
二
時
間
三
八
分
、
企
画
業
務
型
は
そ
れ
ぞ
れ
八
時
間
一
九
分
、

九
時
間
一
六
分
、
一
一
時
間
四
二
分
で
あ
る
（
た
だ
し
こ
の
時
間
数
は
、
裁
量
労
働
制
適
用
者
の
健
康
・
福
祉
確
保
措
置
を
講
じ
る
た
め
に
使
用
者

に
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
労
働
時
間
の
状
況
で
あ
る
）。「
裁
量
労
働
制
調
査
」
に
よ
る
と
、
裁
量
労
働
制
の
適
用
に
不
満
を
感
じ

て
い
る
労
働
者
の
不
満
の
内
容
は
（
複
数
回
答
）、
専
門
業
務
型
の
場
合
、
業
務
量
が
過
大
48
・
9
％
、
労
働
時
間
（
在
社
時
間
）
が
長
い

45
・
6
％
で
あ
り
、
企
画
業
務
型
の
場
合
は
、
業
務
量
が
過
大
46
・
2
％
、
労
働
時
間
（
在
社
時
間
）
が
長
い
39
・
1
％
で
あ
っ
た
。

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
柔
軟
な
労
働
時
間
は
時
短
に
つ
な
が
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
長
時
間
労
働
を
も
た
ら
す
と
い
う
。
ま
ず
、
フ
レ
ッ
ク

ス
タ
イ
ム
制
、
裁
量
労
働
制
だ
け
で
な
く
変
形
労
働
時
間
制
や
時
間
管
理
な
し
、
な
ど
も
含
め
た
広
い
意
味
の
「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な

労
働
者
」
の
総
労
働
時
間
が
長
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
29
）

。
柔
軟
に
い
つ
で
も
働
け
る
仕
組
み
は
、「
い
つ
も
働
い
て
し
ま
う
」

長
時
間
労
働
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
勤
務
時
間
制
度
に
よ
っ
て
も
異
な
り
、
月
間
総
労
働
時
間
は
裁
量
労
働

制
で
長
く
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
で
は
あ
ま
り
長
く
な
い
。
裁
量
労
働
制
の
方
が
、
残
業
時
間
、
賃
金
不
払
労
働
時

間
（
サ
ー
ビ
ス
残
業
時
間
）
と
も
長
い
か
ら
で
あ
る
（
30
）

。
こ
の
差
は
、
裁
量
労
働
制
の
場
合
、
健
康
・
福
祉
確
保
措
置
を
講
じ
る
前
提
と
し
て

企
業
に
適
用
労
働
者
の
在
社
時
間
（
在
館
時
間
）
等
の
把
握
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
労
働
時
間
自
体
を
厳
密
に
把
握
し
て

い
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
一
方
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
の
場
合
は
一
定
期
間
内
で
の
労
働
時
間
精
算
が
あ
る
の
で
、
企
業
が
時
間
数
を
把
握

七
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）

す
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

仕
事
の
裁
量
性
に
は
、
①
仕
事
手
順
の
裁
量
性
と
②
仕
事
量
の
裁
量
性
が
あ
る
と
い
う
が
（
31
）

、
筆
者
は
さ
ら
に
③
仕
事
納
期
（
期
限
、
締

切
）
の
裁
量
性
を
加
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
（
32
）

。
裁
量
労
働
と
い
っ
て
も
、
通
常
与
え
ら
れ
る
の
は
「
当
該
業
務
の
遂
行
手
段
や
時
間
配
分

の
決
定
」
つ
ま
り
仕
事
手
順
の
裁
量
性
で
あ
っ
て
、
仕
事
量
や
納
期
の
裁
量
性
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
目
標
管
理
制
度
を
導
入
し
、

達
成
す
べ
き
仕
事
の
量
と
期
限
、
質
を
上
司
と
裁
量
労
働
制
適
用
者
が
話
し
合
っ
て
合
意
す
る
に
し
て
も
、
前
提
と
な
る
の
は
企
業
目
標
、

部
門
目
標
、
所
属
セ
ク
シ
ョ
ン
の
目
標
で
あ
っ
て
、
上
位
目
標
を
無
視
し
て
目
標
は
設
定
で
き
な
い
。
仕
事
量
と
納
期
の
裁
量
性
が
少
な

け
れ
ば
、
手
順
の
裁
量
性
が
あ
っ
て
も
労
働
時
間
は
長
く
な
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
掲
・
厚
労
省
「
裁
量
労
働
制

調
査
」
の
適
用
労
働
者
調
査
に
よ
る
と
、
上
司
か
ら
具
体
的
な
仕
事
内
容
の
指
示
が
あ
る
の
は
專
門
業
務
型
15
・
5
％
、
企
画
業
務
型
10
・
0
％

で
あ
り
、
業
務
の
遂
行
手
段
、
時
間
配
分
を
含
め
て
上
司
か
ら
具
体
的
な
指
示
が
あ
る
の
は
専
門
業
務
型
2
・
8
％
、
企
画
業
務
型
は
1
・
6
％

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
裁
量
の
幅
が
狭
い
裁
量
労
働
制
適
用
者
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
仕
事
志
向
の
強
い
人
の
総
実
働
時
間
が
長
く
な
る
、
と
い
う
い
わ
ば
通
念
を
実
証
し
た
研
究
結
果
も
あ
る
（
33
）

。
法
制
度
や
仕
組
み

だ
け
で
な
く
、
個
人
特
性
も
労
働
時
間
管
理
で
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

2　

労
働
時
間
と
仕
事
の
質
・
量

二
〇
〇
六
年
一
月
、
厚
生
労
働
省
に
設
け
ら
れ
た
「
今
後
の
労
働
時
間
制
度
に
関
す
る
研
究
会
」
の
報
告
書
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
中

で
、「
新
し
い
自
律
的
な
労
働
時
間
制
度
」
と
し
て
い
わ
ゆ
る
日
本
型
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
が
提
案
さ
れ
た
が
、
結

果
的
に
法
案
化
は
見
送
ら
れ
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
報
告
書
に
頻
繁
に
出
て
き
た
「
自
律
的
に
働
き
、
か
つ
、
労
働
時
間
の
長
短

七
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
六
一
）

で
は
な
く
、
成
果
や
能
力
な
ど
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
労
働
者
」
と
い
う
記
述
が
問
題
で
あ
る
。
現
行
の
裁
量
労
働
制

が
導
入
さ
れ
た
と
き
に
も
強
調
さ
れ
た
「
労
働
時
間
の
長
さ
で
は
な
く
成
果
で
評
価
す
る
」
と
同
じ
論
調
で
あ
る
。
労
働
の
成
果
は
労
働

時
間
と
全
く
関
係
な
い
、
と
い
っ
た
極
論
さ
え
あ
る
。

し
か
し
、
組
織
で
普
通
に
仕
事
を
す
れ
ば
分
か
る
と
お
り
、
労
働
の
基
本
は
「
働
く
時
間
の
長
さ
」
で
あ
る
。
一
定
水
準
の
質
と
量
か

ら
な
る
仕
事
を
こ
な
す
た
め
に
は
、
標
準
的
に
あ
る
い
は
最
低
限
か
け
る
べ
き
労
働
時
間
の
長
さ
は
存
在
す
る
。
そ
れ
を
前
提
に
、
ど
れ

だ
け
効
率
よ
く
高
い
成
果
を
上
げ
ら
れ
る
か
で
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
専
門
業
務
型
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
業
務
に
記

事
の
取
材
や
編
集
が
あ
る
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
世
界
な
ら
と
も
か
く
、
現
実
に
取
材
し
て
記
事
を
書
く
と
い
う
の
は
地
味
な
仕
事
で
あ
る
。

一
見
知
的
な
作
業
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
物
量
作
業
を
こ
な
す
力
仕
事
で
も
あ
る
。
働
く
時
間
は
関
係
な
い
ど
こ
ろ
か
、
大
い
に
関
係
す

る
と
い
う
の
が
経
験
に
基
づ
く
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。
働
く
時
間
は
関
係
す
る
が
、
そ
の
配
分
等
を
従
業
員
に
任
せ
る
こ
と
で
や
る
気
を

高
め
、
生
産
性
や
創
造
性
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
裁
量
労
働
制
で
あ
る
。
裁
量
労
働
制
で
総
実
労
働
時
間
が
長
く
な
る
と
い
う
の

は
、
対
象
に
な
っ
た
労
働
者
が
質
・
量
と
も
に
高
い
成
果
を
出
そ
う
と
し
て
働
き
す
ぎ
る
側
面
も
否
定
で
き
な
い
。
仕
事
が
で
き
る
従
業

員
に
仕
事
が
集
中
し
、
偏
在
す
る
傾
向
も
あ
る
。

ま
た
、「
労
働
時
間
の
長
短
で
は
な
く
、
成
果
や
能
力
な
ど
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
」
と
い
う
が
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
定
型

的
業
務
に
従
事
し
て
時
給
で
働
く
ケ
ー
ス
は
と
も
か
く
、
わ
が
国
の
正
社
員
を
労
働
時
間
の
長
短
で
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
時

間
外
労
働
も
含
め
た
総
実
働
時
間
の
長
い
従
業
員
を
プ
ラ
ス
に
評
価
し
、
所
定
労
働
時
間
あ
る
い
は
少
な
い
時
間
外
労
働
で
業
務
を
遂
行

し
て
い
る
従
業
員
を
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
す
る
企
業
な
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
逆
で
あ
る
。
担
当
業
務
を
時
間
外
労
働
ま
で
し
て
完
遂
し
た

従
業
員
に
意
欲
・
態
度
考
課
の
「
責
任
性
」
で
プ
ラ
ス
に
評
価
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
従
業
員
は
能
力
考
課
で
マ
イ
ナ
ス
に
評
価

七
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（
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二
）

さ
れ
、
所
定
労
働
時
間
内
で
遂
行
で
き
た
仕
事
の
量
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
成
績
考
課
も
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
の
が
一
般
的
な
人
事
考
課

の
ル
ー
ル
で
あ
る
（「
仕
事
の
量
」
と
い
う
考
課
要
素
は
、
所
定
労
働
時
間
内
に
ど
れ
だ
け
の
仕
事
量
を
こ
な
し
た
か
も
着
眼
点
に
す
る
）。

3　

労
働
時
間
と
賃
金
の
関
係

労
働
時
間
の
長
短
で
評
価
す
る
と
い
う
意
味
が
、
働
い
た
時
間
で
賃
金
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
な
ら
そ
れ
も
わ
が
国
の
現
実
と
は
異
な

る
。
時
給
制
の
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
は
確
か
に
働
い
た
時
間
数
で
金
額
が
決
ま
る
し
、
派
遣
労
働
者
も
通
常
は
時
給
制
で
あ
る
。

ま
た
、
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
（
労
基
法
第
三
七
条
）
は
、
時
間
当
た
り
賃
金
に
割
増
率
を
乗
じ
て
計
算
す
る
が
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則

第
一
九
条
）、
そ
れ
は
割
増
賃
金
を
算
出
す
る
技
術
的
な
処
理
の
問
題
で
あ
る
。
日
給
制
、
日
給
月
給
制
、
完
全
月
給
制
の
正
規
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
者
（
有
期
契
約
社
員
も
）
の
所
定
労
働
時
間
内
賃
金
は
、
一
日
の
所
定
労
働
時
間
数
あ
る
い
は
一
ヵ
月
平
均
の
所
定
労
働
時
間
数
で

働
く
こ
と
を
前
提
に
個
人
別
に
決
定
さ
れ
る
が
、
同
じ
労
働
時
間
数
で
も
、
基
本
給
（
基
本
的
賃
金
部
分
）
は
本
人
の
職
務
遂
行
能
力
、
担

当
す
る
職
務
、
担
う
役
割
、
上
げ
た
成
果
・
業
績
で
、
年
功
的
な
場
合
は
勤
続
年
数
や
年
齢
な
ど
の
相
違
に
よ
っ
て
個
別
に
決
定
さ
れ
る

し
、
諸
手
当
は
特
定
条
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
（
34
）

。
同
じ
時
間
働
い
て
も
様
々
な
要
素
で
賃
金
額
は
異
な
り
、
労
働
時
間
の
長
短
で
賃
金

が
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
し
た
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
と
、
日
給
制
や
日
給
月
給
制
の
場
合
に
欠
勤
、
遅
刻
等
の
欠
務

時
間
分
の
賃
金
を
控
除
す
る
場
合
な
ど
を
除
い
て
、
労
働
時
間
の
長
短
で
賃
金
が
決
ま
る
こ
と
は
な
い
。

労
働
法
の
研
究
者
の
中
に
は
、
八
七
年
労
基
法
改
正
で
裁
量
労
働
制
を
設
け
た
こ
と
に
よ
り
「
労
働
の
量
に
よ
っ
て
で
は
な
く
質
な
い

し
成
果
に
よ
る
報
酬
を
支
払
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
（
35
）

」
と
評
す
る
論
者
も
い
る
。
つ
ま
り
、
裁
量
労
働
制
の
制
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
労

働
時
間
と
賃
金
の
対
応
関
係
を
切
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
間
外
労
働
の
計
算
以
外
、
労
働
基
準
法
に
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労
働
時
間
の
長
さ
と
賃
金
を
関
連
付
け
る
規
定
は
八
七
年
改
正
ま
で
も
な
か
っ
た
し
（
36
）

、
今
も
な
い
。
法
的
な
面
か
ら
い
え
ば
こ
れ
ま
で
も

労
働
の
質
や
成
果
で
自
由
に
賃
金
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
実
際
に
わ
が
国
の
企
業
実
務
で
は
労
働
時
間
の
長
さ
以
外
の
要
素
で
賃

金
を
決
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

六　

裁
量
労
働
制
の
適
正
な
運
用
│
む
す
び
に
か
え
て

最
後
に
、
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
と
く
に
長
時
間
労
働
に
つ
な
が
り
問
題
の
多
い
裁
量
労
働
制
が
適
正
に
機
能
す
る
た
め
の
条
件
を
考

え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
課
題
は
あ
る
も
の
の
、
筆
者
は
裁
量
労
働
制
自
体
を
否
定
し
な
い
。
む
し
ろ
、
労
働
時
間
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
通
じ
て
裁
量
度
の
高
い
自
律
し
た
働
き
方
を
実
現
し
、
知
的
生
産
性
の
向
上
と
創
造
的
な
業
務
遂
行
、
ひ
い
て
は
働
き
が
い
に
つ
な

が
る
可
能
性
の
あ
る
仕
組
み
だ
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
法
規
定
の
制
定
時
に
喧
伝
さ
れ
た
労
働
時
間
短
縮
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
Ｗ
Ｌ
Ｂ
）
の
理
念
か
ら
は
外
れ
る
面
も
出
て
い
る
。
裁
量
労
働
制
適
用
者
の
仕
事
の
や
り
が
い
感
は
高
い
が

Ｗ
Ｌ
Ｂ
満
足
度
は
低
い
、
と
い
う
研
究
結
果
も
あ
る
（
37
）

。

前
述
し
た
と
お
り
、
仕
事
の
裁
量
性
に
は
①
手
順
の
裁
量
性
、
②
量
の
裁
量
性
、
③
納
期
（
期
限
）
の
裁
量
性
が
あ
り
、
裁
量
労
働
制

の
場
合
は
実
態
と
し
て
①
仕
事
の
手
順
つ
ま
り
遂
行
方
法
・
手
段
、
時
間
配
分
に
関
す
る
裁
量
度
は
高
い
が
、
②
量
や
③
納
期
の
裁
量
性

は
低
い
。
階
層
化
さ
れ
た
組
織
労
働
で
は
、
②
や
③
は
与
件
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
に
、
わ
が
国
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働

者
は
、
新
人
時
代
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
業
務
従
事
者
は
別
と
し
て
、
中
堅
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
に
な
れ
ば
仕
事
量
や
納
期
の
裁
量
性
が
あ
ま
り
な

く
て
も
、
仕
事
手
順
の
裁
量
性
は
こ
れ
ま
で
も
有
し
て
い
た
。
仕
事
の
質
と
量
と
納
期
の
目
標
が
上
司
と
共
有
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
後
の
業

務
遂
行
手
段
や
時
間
配
分
つ
ま
り
仕
事
の
や
り
方
を
逐
一
上
司
か
ら
指
示
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
の
で
な
く
、
大
き
な
環
境
・
条
件
の
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変
化
が
な
い
限
り
、
か
な
り
裁
量
的
に
進
め
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
の
延
長
線
上
に
裁
量
労
働
制

は
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。

裁
量
労
働
制
で
仕
事
量
を
自
分
で
決
定
で
き
れ
ば
Ｗ
Ｌ
Ｂ
満
足
度
が
高
く
な
る
（
38
）

の
は
当
然
だ
が
、
で
は
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が
可
能
に
な

る
か
。
基
本
に
な
る
の
は
、
裁
量
労
働
制
適
用
者
と
そ
の
上
司
が
、
事
業
年
度
の
冒
頭
あ
る
い
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
案
件
開
始
前
に
面
談
し

話
し
合
っ
て
、
達
成
す
べ
き
仕
事
の
量
と
納
期
（
期
限
、
締
切
）
そ
し
て
質
・
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
合
意
し
、
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な

に
よ
り
も
適
用
労
働
者
の
納
得
性
が
高
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
、
仕
事
の
総
量
に
つ
い
て
は
与
件
の
部
分
も
あ
る
の
で
、
部
門
や

職
場
に
お
け
る
個
々
の
従
業
員
や
裁
量
労
働
制
適
用
者
に
ど
う
適
正
に
配
分
す
る
か
が
重
要
に
な
る
。
部
門
や
職
場
の
管
理
者
の
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
い
っ
た
ん
業
務
、
職
務
を
割
り
当
て
て
も
固
定
す
る
の
で
は
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
修
正
、

再
配
分
す
る
余
地
を
残
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
だ
。

し
か
し
、
職
場
に
仕
事
の
量
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
す
べ
て
任
せ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
（
39
）

。
企
業
が
組
織
と
し
て
、
対
象
者
の
在
社
時

間
（
在
館
時
間
）
を
把
握
し
て
異
常
に
長
け
れ
ば
注
意
を
促
し
、
健
康
診
断
の
頻
度
を
増
や
し
、
苦
情
処
理
の
窓
口
を
設
置
す
る
な
ど
裁

量
労
働
制
導
入
の
法
定
要
件
を
確
実
に
実
行
し
、
側
面
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
適
用
者
の
自
己
管
理
能
力
を
高
め

る
た
め
に
、
仕
事
管
理
に
関
す
る
研
修
を
適
用
者
同
士
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
行
う
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
面
談
に
よ
る
仕
事
量

の
合
意
、
納
得
の
ほ
か
、
様
々
な
支
援
策
を
講
じ
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
一
年
を
通
し
て
み
れ
ば
、
み
な
し
労
働
時
間
を
あ
ま
り
超
過

し
な
い
実
労
働
時
間
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

恒
常
的
な
長
時
間
労
働
は
非
効
率
的
で
あ
り
、
生
産
性
は
低
下
す
る
し
、
明
日
へ
向
け
た
能
力
開
発
の
時
間
が
取
れ
な
い
の
で
、
経
営

に
と
っ
て
も
従
業
員
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
長
く
か
つ
多
く
働
く
こ
と
を
選

七
四
八



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
六
五
）

好
す
る
裁
量
労
働
制
適
用
者
は
存
在
す
る
。
と
く
に
仕
事
が
で
き
て
責
任
感
の
強
い
適
用
者
は
長
時
間
労
働
の
傾
向
が
あ
る
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
戦
略
的
製
品
の
開
発
で
市
場
化
の
期
限
が
迫
っ
て
い
た
り
、
取
引
先
へ
の
納
期
の
関
係
な
ど
で
、
集
中
的
に
働
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
原
因
と
す
る
一
時
的
な
長
時
間
労
働
も
あ
な
が
ち
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

あ
る
時
期
集
中
的
に
労
働
し
た
適
用
者
に
は
、
一
週
間
以
上
の
ま
と
ま
っ
た
休
暇
を
半
ば
強
制
的
に
取
得
さ
せ
る
な
ど
、
裁
量
労
働
制
に

は
メ
リ
ハ
リ
の
き
い
た
運
用
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

そ
の
基
に
な
っ
た
の
は
「
国
際
協
調
の
た
め
の
経
済
構
造
調
整
研
究
会
報
告
書
」（
一
九
八
六
年
四
月
）
で
あ
る
。
座
長
の
前
川
晴
雄
・
元
日

銀
総
裁
の
名
か
ら
「
前
川
レ
ポ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
翌
八
七
年
に
は
年
間
一
八
〇
〇
時
間
と
い
う
具
体
的
な
労
働
時
間
の
目
標
を
掲
げ
た

「
経
済
審
議
会
経
済
構
造
特
別
部
会
報
告
│
構
造
調
整
の
指
針
│
」
い
わ
ゆ
る
新
前
川
レ
ポ
ー
ト
が
提
出
さ
れ
た
（
一
九
八
七
年
四
月
）。
そ
し
て
、

一
九
八
八
年
五
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
世
界
と
と
も
に
生
き
る
│
経
済
運
営
五
ヵ
年
計
画
」
に
、
年
間
総
労
働
時
間
一
八
〇
〇
時
間
へ
の
短
縮
が

盛
り
込
ま
れ
た
。

（
2
） 

常
時
一
〇
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
商
業
、
映
画
・
演
劇
業
（
映
画
の
制
作
業
を
除
く
）、
保
健
衛
生
業
、
接
客
娯
楽
業
は
「
一
週
四
四

時
間
、
一
日
八
時
間
」
で
あ
る
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
二
五
条
の
二
第
一
項
）

（
3
） 

段
階
的
移
行
に
関
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
編
『
平
成
二
二
年
版　

労
働
基
準
法
上
│
労
働
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
3
│
』（
労
務
行

政
、
二
〇
一
一
年
）
三
九
四
頁
│
三
九
五
頁
参
照
。

（
4
） 

年
次
有
給
休
暇
の
法
改
正
の
推
移
に
関
し
て
は
、
同
上
書
五
七
七
頁
参
照
。

（
5
） 

所
定
労
働
時
間
は
、
始
業
時
刻
か
ら
終
業
時
刻
ま
で
の
時
間
数
か
ら
休
憩
時
間
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
6
） 

「
平
成
二
五
年　

就
労
条
件
総
合
調
査
」
に
よ
る
と
、
何
ら
か
の
週
休
二
日
制
を
採
用
し
て
い
る
企
業
の
割
合
と
完
全
週
休
二
日
制
採
用
企
業

の
割
合
は
、
調
査
産
業
・
企
業
規
模
計
が
85
・
3
％
（
完
全
46
・
0
％
）、
一
〇
〇
〇
人
以
上
90
・
2
％
（
完
全
69
・
5
％
）、
三
〇
〇
〜
九
九
九
人
88
・
4
％
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（
完
全
62
・
0
％
）、
一
〇
〇
〜
二
九
九
人
89
・
6
％
（
完
全
54
・
2
％
）、
三
〇
〜
九
九
人
83
・
8
％
（
完
全
41
・
7
％
）
と
、
何
ら
か
の
週
休
二
日
制
採

用
割
合
は
各
規
模
と
も
80
％
を
超
え
て
い
る
が
、
完
全
週
休
二
日
制
に
な
る
と
小
企
業
は
（
し
た
が
っ
て
規
模
計
も
）
50
％
を
割
っ
て
い
る
。

（
7
） 
参
考
ま
で
に
、
資
本
金
五
億
円
以
上
・
従
業
員
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
各
業
種
大
手
企
業
を
対
象
に
し
た
、
中
央
労
働
委
員
会
の
「
平
成
二
四
年

賃
金
事
情
等
総
合
調
査
」
の
労
働
時
間
調
査
で
は
、
本
社
事
務
の
平
均
年
間
休
日
数
は
一
二
二
・
〇
日
で
あ
り
、
分
布
は
一
二
〇
日
以
上
一
二
五
日

未
満
が
五
五
・
三
％
で
最
も
多
い
。
ま
た
、
東
京
都
産
業
労
働
局
が
都
内
の
三
〇
〇
人
未
満
企
業
を
対
象
に
実
施
し
た
「
平
成
二
三
年　

中
小
企
業

の
賃
金
事
情
調
査
」
の
労
働
時
間
に
関
す
る
調
査
で
は
、
平
均
年
間
休
日
数
は
一
一
六
日
で
あ
り
、
分
布
は
一
二
一
日
以
上
が
四
四
・
八
％
で
最
も

多
か
っ
た
。
年
間
休
日
数
し
た
が
っ
て
年
間
労
働
時
間
数
に
は
、
規
模
別
、
業
種
別
に
差
が
あ
る
が
、
地
域
差
も
あ
り
、
大
企
業
の
本
社
が
多
い
東

京
の
場
合
は
、
人
材
確
保
の
観
点
か
ら
中
小
企
業
で
も
休
日
数
は
多
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。

（
8
） 

参
考
ま
で
に
前
掲
・
中
労
委
平
成
二
四
年
調
査
を
み
る
と
、
本
社
事
務
の
制
度
上
の
年
間
所
定
労
働
時
間
は
一
八
七
七
時
間
九
分
で
あ
り
、
東

京
都
平
成
二
三
年
調
査
で
は
制
度
上
の
年
間
所
定
労
働
時
間
が
一
九
〇
二
時
間
七
分
で
あ
っ
た
。
両
調
査
と
も
、
欠
勤
、
遅
刻
、
年
休
取
得
等
の
欠

務
時
間
を
差
し
引
か
ず
、
時
間
外
労
働
を
加
え
な
い
制
度
上
の
所
定
労
働
時
間
の
水
準
で
あ
る
。

（
9
） 

表
3
の
﹇　

﹈
内
は
二
〇
一
二
年
調
査
に
お
け
る
事
業
所
規
模
五
人
以
上
計
の
集
計
数
値
で
あ
り
、
常
用
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

区
分
に
関
し
て
は
、
規
模
三
〇
人
以
上
計
の
事
業
所
よ
り
各
労
働
時
間
と
も
短
い
。
し
か
し
、
一
般
労
働
者
の
区
分
に
関
し
て
は
、
所
定
外
は
短
い

が
所
定
内
、
総
実
労
働
時
間
は
長
い
。
事
業
所
規
模
五
人
以
上
計
の
常
用
労
働
者
区
分
の
労
働
時
間
の
方
が
短
い
の
は
、
パ
ー
ト
比
率
が
三
〇
人
以

上
事
業
所
計
よ
り
四
・
五
ポ
イ
ン
ト
高
い
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。

な
お
、
同
調
査
を
時
系
列
的
に
み
る
と
、
一
般
労
働
者
の
労
働
時
間
は
、
規
模
五
人
以
上
計
の
方
が
三
〇
人
以
上
計
よ
り
所
定
内
は
長
く
、
所
定

外
は
短
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
所
定
内
労
働
時
間
が
長
け
れ
ば
所
定
外
労
働
時
間
は
短
い
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
が
働
け
る
労
働
時
間

に
は
あ
る
程
度
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
10
） 

『
平
成
二
二
年
版　

労
働
経
済
白
書
』
五
四
頁
│
五
五
頁
参
照
。

（
11
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
国
際
比
較
（
二
〇
一
三
年
版
）』
一
九
二
頁
。

（
12
） 

「
脳
血
管
疾
患
及
び
虚
血
性
心
疾
患
等
（
負
傷
に
起
因
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
」（
平
成
一
三
年
一
二
月
一
二
日　

基
発

七
五
〇



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
六
七
）

一
〇
六
三
号
）。

（
13
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
日
本
の
長
時
間
労
働
・
不
払
い
労
働
時
間
の
実
態
と
実
証
分
析
』（
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
22
、
二
〇
〇
五

年
）、
同
『
働
き
方
の
現
状
と
意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
』（JIL
P
T

　

調
査
シ
リ
ー
ズ
№
20
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
『
働
く
場
所
と
時

間
の
多
様
性
に
関
す
る
調
査
研
究
』（
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
106
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
『
仕
事
特
性
・
個
人
特
性
と
労
働
時
間
』（
労
働
政
策
研

究
報
告
書
№
128
、
二
〇
一
一
年
）。

（
14
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
で
は
、
同
上
各
報
告
書
で
、
労
働
者
個
人
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
基
に
月
間
の
不
払
い
労
働
時
間
を
推
計

し
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
調
査
で
は
平
均
一
六
・
六
時
間
だ
が
、
不
払
労
働
ゼ
ロ
が
47
・
8
％
お
り
、
不
払
労
働
ゼ
ロ
を
除
く
と
35
・
4
時
間
で
あ
っ

た
。
二
〇
〇
五
年
調
査
で
は
平
均
一
六
・
三
時
間
で
、
不
払
労
働
ゼ
ロ
が
46
・
5
％
あ
る
の
で
そ
れ
を
除
く
平
均
は
三
四
・
五
時
間
。
二
〇
〇
八
年
調

査
で
は
不
払
労
働
ゼ
ロ
は
59
・
6
％
で
、
平
均
は
算
出
し
て
お
ら
ず
、
不
払
労
働
「
一
〜
一
〇
時
間
」
が
11
・
5
％
と
最
も
多
い
分
布
だ
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
調
査
に
よ
る
と
、
非
管
理
職
の
平
均
不
払
労
働
時
間
は
一
三
・
二
時
間
で
、
不
払
労
働
ゼ
ロ
も
58
・
8
％
あ
り
、
最
も
多
い
分
布
は
「
一

〜
二
〇
時
間
未
満
」
16
・
7
％
だ
っ
た
。

（
15
） 

浜
村　

彰
「
労
働
時
間
規
制
の
目
的
と
手
段
」『
講
座
21
世
紀
の
労
働
法　

第
5
巻　

賃
金
と
労
働
時
間
』
第
九
章
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）

一
七
八
頁
。

（
16
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に
関
す
る
調
査
』（JIL

P
T

　

調
査
シ
リ
ー
ズ
№
85
、
二
〇
一
一
年
）
三
一
頁
以
下
参

照
。

（
17
） 

三
〇
年
以
上
前
、
筆
者
が
人
事
・
労
務
管
理
専
門
誌
の
編
集
記
者
だ
っ
た
こ
ろ
、
当
時
の
西
ド
イ
ツ
企
業
の
日
本
支
社
で
労
働
時
間
管
理
の
取

材
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
年
間
所
定
労
働
時
間
数
で
双
方
が
一
致
し
な
い
。
筆
者
は
日
本
の
慣
行
ど
お
り
年
次
有
給
休
暇
取
得
を
含

め
な
い
で
年
間
「
所
定
」
労
働
時
間
を
計
算
し
、
先
方
は
年
休
完
全
取
得
を
前
提
に
年
間
「
所
定
」
労
働
時
間
を
計
算
す
る
の
で
、
百
数
十
時
間
の

差
が
出
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
も
そ
の
西
ド
イ
ツ
企
業
で
は
年
休
が
完
全
取
得
さ
れ
て
い
る
の
で
同
社
の
計
算
方
法
が
正
し
い
の
だ
が
、
年
休
の
取

得
に
関
す
る
彼
我
の
意
識
の
差
に
お
ど
ろ
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
18
） 

「
使
用
者
は
労
働
者
に
半
日
単
位
で
付
与
す
る
義
務
は
な
い
」（
昭
二
四
・
七
・
七　

基
収
一
四
二
八
号
、
昭
六
三
・
三
・
一
四　

基
発
一
五
〇

七
五
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
六
八
）

号
・
婦
発
第
四
七
号
、
平
二
一
・
五
・
二
九　

基
発
〇
五
二
九
〇
〇
一
号
）
と
、
消
極
的
表
現
で
半
日
単
位
の
年
休
を
認
め
て
い
る
。

（
19
） 

こ
の
間
に
日
本
産
業
分
類
等
の
改
定
が
あ
る
が
、
時
系
列
で
大
ま
か
な
傾
向
を
把
握
す
る
の
に
は
問
題
な
い
。
な
お
、
厚
生
労
働
省
『
平
成

二
五
年
版　

労
働
経
済
白
書
』
第
二
章
第
二
節
で
も
就
業
構
造
の
サ
ー
ビ
ス
化
を
分
析
し
て
い
る
。
筆
者
と
は
数
値
の
取
り
方
が
若
干
違
っ
て
い
る

が
、
結
論
に
違
い
は
な
い
。

（
20
） 

参
考
ま
で
に
前
掲
・
中
労
委
平
成
二
四
年
調
査
を
み
る
と
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
採
用
率
は
77
・
0
％
で
あ
り
、
東
京
都
平
成
二
三
年
調

査
で
は
8
・
5
％
で
あ
っ
た
。

（
21
） 

以
下
の
一
九
業
務
で
あ
る
。
①
新
商
品
・
技
術
の
研
究
開
発
ま
た
は
人
文
科
学
・
社
会
科
学
の
研
究
の
業
務
、
②
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
分

析
・
設
計
の
業
務
、
③
記
事
の
取
材
・
編
集
の
業
務
、
④
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
業
務
、
⑤
放
送
・
映
画
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
業
務
、

⑥
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
の
業
務
、
⑦
シ
ス
テ
ム
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
業
務
、
⑧
イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
タ
ー
の
業
務
、
⑨
ゲ
ー
ム
用
ソ
フ
ト
ウ
エ

ア
の
創
作
の
業
務
、
⑩
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
の
業
務
、
⑪
金
融
商
品
開
発
の
業
務
、
⑫
大
学
に
お
け
る
教
授
研
究
の
業
務
、
⑬
公
認
会
計
士
の
業
務
、

⑭
弁
護
士
の
業
務
、
⑮
建
築
士
の
業
務
、
⑯
不
動
産
鑑
定
士
の
業
務
、
⑰
弁
理
士
の
業
務
、
⑱
税
理
士
の
業
務
、
⑲
中
小
企
業
診
断
士
の
業
務
。

（
22
） 

厚
生
労
働
省
「
裁
量
労
働
制
の
施
行
状
況
等
に
関
す
る
調
査
」（
二
〇
〇
五
年
）。
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
結
果
の
概
要
は
検
索

で
き
る
が
、『
労
政
時
報
』
第
三
六
七
五
号
（
二
〇
〇
六
年
四
月
一
日
）
一
〇
九
頁
以
下
に
主
要
部
分
の
抜
粋
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） 

外
勤
中
に
、
情
報
通
信
機
器
を
使
用
し
て
会
社
と
連
絡
、
情
報
交
換
し
な
が
ら
業
務
に
従
事
す
る
働
き
方
を
い
い
、
直
行
直
帰
型
の
無
出
社
営

業
職
な
ど
が
典
型
で
あ
る
。

（
24
） 

同
調
査
で
は
、
自
分
の
所
属
す
る
部
署
が
あ
る
場
所
以
外
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
利
用
し
て
週
八
時
間
以
上
労
働
す
る
人
を
狭
義
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
と
し
、

そ
の
う
ち
自
宅
で
週
一
分
以
上
仕
事
を
し
て
い
る
雇
用
労
働
者
を
雇
用
型
在
宅
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
と
定
義
し
て
い
る
。

（
25
） 

小
倉
一
哉
・
藤
本
隆
史
『
雇
用
に
お
け
る
テ
レ
ワ
ー
ク
に
関
す
る
論
点
整
理
』（JIL

P
T
 D
iscussion P

aper S
eries 08-03

、
二
〇
〇
八
年
）、

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
企
業
の
テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
態
に
関
す
る
調
査
結
果
』（JIL

P
T

　

調
査
シ
リ
ー
ズ
№
50
、
二
〇
〇
八
年
）、
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
・
前
掲
『
働
く
場
所
と
時
間
の
多
様
性
に
関
す
る
調
査
研
究
』
な
ど
の
先
行
研
究
・
調
査
を
参
照
し
た
が
、
人
事
・
労
務
関
係

専
門
誌
の
編
集
記
者
時
代
に
、
週
一
度
の
会
議
日
を
除
い
て
実
際
に
一
年
近
く
在
宅
勤
務
を
行
っ
た
筆
者
自
身
の
経
験
も
反
映
し
て
い
る
。

七
五
二



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
六
九
）

（
26
） 

「
情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
た
在
宅
勤
務
の
適
切
な
導
入
及
び
実
施
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
に
つ
い
て
」（
平
二
〇
・
七
・
二
八　

基

発
〇
七
二
八
〇
〇
一
号
）

（
27
） 
同
旨
、
小
倉
・
藤
本
・
前
掲
デ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー08-03

、
二
六
頁
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
・
前
掲
『
働
く
場
所
と
時
間
の
多

様
性
に
関
す
る
調
査
研
究
』
一
三
頁
。

（
28
） 

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
監
督
課
「
平
成
二
五
年
度
労
働
時
間
等
総
合
実
態
調
査
」。

（
29
） 

小
倉
一
哉
・
藤
本
隆
史
『
長
時
間
労
働
と
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
』（JIL

P
T
 D
iscussion P

aper S
eries 07-01

、
二
〇
〇
七
年
）、
労
働
政
策
研

究
・
研
修
機
構
・
前
掲
『
働
く
場
所
と
時
間
の
多
様
性
に
関
す
る
調
査
研
究
』。

（
30
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
・
同
上
書
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
・
前
掲
『
仕
事
特
性
・
個
人
特
性
と
労
働
時
間
』
二
三
頁
│
二
四
頁
。

（
31
） 

今
野
浩
一
郎
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
労
働
時
間
管
理
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
四
八
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）
四
八
頁
│
四
九
頁
。

（
32
） 

佐
藤
博
樹
「
労
働
時
間
制
度
の
弾
力
化
が
機
能
す
る
条
件
」『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
四
四
八
号
、
一
九
九
七
年
）
四
五
頁
。

（
33
） 

小
倉
一
哉
・
藤
本
隆
史
『
仕
事
特
性
と
個
人
特
性
か
ら
み
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
労
働
時
間
』（JIL

P
T
 D
iscussion P

aper S
eries 10-02

、

二
〇
一
〇
年
）、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
・
前
掲
『
仕
事
特
性
・
個
人
特
性
と
労
働
時
間
』。

（
34
） 

わ
が
国
の
賃
金
制
度
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
」（『
政
経
研
究
』
第
五
十
巻
第
一
号
、
二
〇
一
三

年
）
三
三
頁
以
下
参
照
。

（
35
） 

菅
野
和
夫
『
労
働
法
〔
第
十
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
三
七
六
頁
。

（
36
） 

吉
田
美
喜
夫
「
裁
量
労
働
制
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
講
座
21
世
紀
の
労
働
法　

第
5
巻　

賃
金
と
労
働
時
間
』
第
一
四
章
（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
〇
年
）
二
六
九
頁
、
盛　

誠
吾
「
年
俸
制
・
裁
量
労
働
制
の
法
的
問
題
」『
日
本
労
働
法
学
会
誌
八
九
号　

賃
金
処
遇
制
度
の
変
化
と
法
』

（
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
九
七
年
）
五
七
頁
│
五
九
頁
。

（
37
） 

佐
藤　

厚
「
仕
事
管
理
と
労
働
時
間
│
長
時
間
労
働
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
五
七
五
号
、
二
〇
〇
八
年
）
三
一
頁
。

（
38
） 

同
上
論
文
、
三
二
頁
│
三
三
頁
。

（
39
） 

佐
藤　

厚
「
仕
事
管
理
の
変
化
と
裁
量
労
働
制
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
五
一
九
号
、
二
〇
〇
三
年
）
四
三
頁
参
照
。

七
五
三




